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I. 本調査の目的
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調査における論点
Ⅰ.本調査の目的

1 系統用を含めた定置用蓄電システム導入見通しの策定

⚫ ２０２０年度の調査において、家庭用、業務・産業用蓄電システムの目標価格及び導入拡大見通しの推計を行った。

⚫ 本調査では、系統用を含めた定置用蓄電システム全体の導入見通しにおける導入量推計、各国との比較を通じた目標水準の妥当性検証を

行った。

3 順潮流側問題に起因する蓄電システムに対する充電抑制についての海外事例の調査

⚫ 系統用蓄電システムの接続希望の増加に伴い、順調流側の混雑の増加が懸念されている。

⚫ 本調査では、オランダにおける蓄電システム等に対するノンファーム接続適用事例に関する調査を行った。

2

⚫ 系統増強に代替するものとして、定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用が期待される。

⚫ 本調査では、欧州・米国・豪州に関して、混雑緩和価値の取引制度・価値提供スキーム・導入規律等の調査を行い、日本に対する示唆を整理した。

定置用蓄電システムの系統混雑緩和における海外事例の調査
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II. 2030年国内定置用蓄電システム

導入見通し公表に向けたフォローアップ
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⚫ 2030年における系統用蓄電システムの導入量は直近の動向を踏まえて、累計14.1～23.8GWｈと推計した。

⚫ 導入量の推計結果の妥当性を、各国の動向との比較によって評価した。

２０３０年の国内の系統用蓄電システム導入見通しのまとめ

目的 実施内容 結果

①直近の動向を踏まえた
 将来導入量推計

直近の動向を最も反映してい
る系統接続申込量から将来の
導入量を推計する

以下のプロセスで2030年における系統用蓄電システムの導入見
通しを作成した。

① 2023年1月から5月の系統接続申込量の増加量が将来にわ
たって継続するという前提の下で、2030年までの系統接続
申込量を推計する。

② 系統接続申込を実施する案件のうち、実際に系統接続契約に
移行する案件を10～20％と想定し、系統接続契約量を推計
する。

③ 系統接続契約を実施した案件のうち、稼働に移行する割合を
70％として、移行期間を3年として、系統用蓄電システムの導
入見通しを作成する。

2030年における系統用蓄
電システムの導入量を累計
14.1～23.8GWｈと推計

②各国の目標水準から
 の妥当性の検証

2050年の各国目標と比較し、
2030年の導入目標が
妥当かを検証する

米国・英国における長期見通しと日本におけるエネルギー需給見
通しを比較することで、日本における系統用蓄電システムの導入
見通しを推計した。

➢ 米国・英国における発電量当たりの系統用蓄電システムの導入
量と再エネの発電量比率の見通しの関係性を整理した。

➢ 米国・英国の系統用蓄電システム導入量と再エネ導入量の関係
性を基に日本における系統用蓄電システムの導入量を推計する。
なお、日本の再エネ発電量比率は第6次エネ基相当とする。

各国の見通しと①で推計した
見通しの結果を比較すると、
妥当な水準であることが
確認された

Ⅱ.2030年国内定置用蓄電システム導入見通し公表に向けたフォローアップ
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⚫ 各国の導入量見通しを踏まえた系統用蓄電システム導入量の評価方法として、以下の2つの手法を実施した。

➢ 推計②-1：各国の2050年における系統用蓄電システム導入量見通しと再エネ発電量の関係性を整理し、第6次エネ基（再エネ

比率３６％）での系統用蓄電システム導入量見通しを推計。

➢ 推計②-2：各国の2030年から2050年における系統用蓄電システム導入量見通しの伸び率を整理し、2050年での系統用

蓄電システムの導入量見通しから2030年における日本での系統用蓄電システムの導入量見通しをバックキャストし推計。

⚫ なお、各国の導入量見通しは想定している世界観が大きく異なる点は留意が必要である。

推計②：各国の目標水準からの妥当性の検証

推計方法 推計結果

推計②-1

系統用蓄電システム導
入量と再エネ発電量の
関係性を基にした推計

① ２０５０年における米国ならびに英国における系統用蓄電システム導入量
および再エネ発電量見通しから、系統用蓄電システム導入量と再エネ発電
量の関係性を分析

② 系統用蓄電システム導入量と再エネ発電量の関係性分析を基に、日本の
２０３０年における再エネ発電量見通しから２０３０年における系統用蓄電
システム導入量を推計

➢推計にあたっては、第6次エネ基を基準に再エネ比率は３６％と想定

10.3GW

推計②-2

各国の系統用蓄電シス
テム導入量見通しと
日本の現在の導入量
を基にした推計

① ２０５０年における各国のシナリオ別の系統用蓄電システム導入量を日本
の発電量ベース（約1.4兆kWh注）に換算し、各国のシナリオ基準の日本で
の2050年の系統用蓄電システム導入量を推計

② 各国のシナリオ別の2022年から2050年の系統用蓄電システム導入量
の年平均増加率を計算

③ ①で推計した各国のシナリオ基準での2050年の日本の系統用蓄電シス
テム導入量から②で計算した年平均増加率を基にバックキャストし
2030年における各シナリオ基準での系統用蓄電システム導入量を計算

2.5～10.2GW

Ⅱ.2030年国内定置用蓄電システム導入見通し公表に向けたフォローアップ

注）基本政策分科会にて示された各研究機関のシナリオ分析での標準的なシナリオにおける2050年度における電力需要量想定を参照し、想定
出所）資源エネルギー庁,”第４５回 基本政策分科会 資料１”, 閲覧日:2023年7月1３日, https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2021/045/
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⚫ 米国ならびに英国における２０５０年の系統用蓄電システム導入量ならびに再エネ発電量見通しは以下の表に示

す通り。

⚫ 英国では再エネ発電量比率が高いことから、総発電量に対する系統用蓄電システム導入量が多い傾向がある。

各国の系統用蓄電システム導入量・再エネ発電量見通しの比較

米国：AEO 2022 英国：National Grid FES2023

Reference
Low 

Renewables 
Cost Case

Low Oil and 
Gas Supply 

case

Consumer 
Transformation

System 
Transformation

Leading the 
Way

Falling Short

① 蓄電システム

導入量[GW]
27.71 132.82 104.46 31.66 21.86 35.46 17.55

② 再エネ発電量

[TWｈ]
1,953 2,450 2,809 698 706 666 454

③ 総発電量

[TWｈ]
5,444 5,266 5,473 899 838 851 645

総発電量に対する系統
用蓄電システム導入量

[GW/PWh]

（①÷③）

5.09 25.22 19.09 35.21 26.09 41.65 27.19

再エネ発電量比率

（②÷③）
36% 47% 51% 78% 84% 78% 70%

出所） National Grid ESO, ”FES 2023 Data workbook“, 閲覧日2023年10月19日, 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nationalgrideso.com%2Fdocument%2F283061%2Fdownload&wdOrigin=BROWSELINK, 
EIA, “Issues in Focus: Drivers for Standalone Battery Storage Deployment in AEO2022”, 閲覧日2023年10月19日, https://www.eia.gov/outlooks/aeo/IIF_battery/pdf/battery-storage-analysis.pdf, 
EIA, “Annual Energy Outlook 2022”, 閲覧日2023年10月19日, https://www.eia.gov/outlooks/aeo/data/browser/#/?id=8-AEO2022&sourcekey=0 より三菱総研作成

Ⅱ.2030年国内定置用蓄電システム導入見通し公表に向けたフォローアップ
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⚫ 各国の導入量見通しを基にした2050年における日本の系統用蓄電システム導入量は以下の通り7.1～

58.3GWと推計。

➢ 発電量はカーボンニュートラルを目標にした各研究機関の分析を基に1,400TWｈと想定。

⚫ 各シナリオにおける2050年の系統用蓄電システム導入量（7.1～58.3GW）を目標として、各シナリオの２０２

２年～２０５０年の年平均増加率を基にバックキャストし、2030年における各シナリオ基準での系統用蓄電シス

テム導入量を試算。

推計②-2：各国の見通しを基にした20５０年における日本の系統用蓄電システムの導入量見通し

米国：AEO 2022 英国：National Grid FES2023

Reference
Low 

Renewables 
Cost Case

Low Oil and 
Gas Supply 

case

Consumer 
Transformation

System 
Transformation

Leading the 
Way

Falling Short

各国の

見通し

系統用蓄電システム
導入量（2050年）
[GW]

27.71 132.82 104.46 31.66 21.86 35.46 17.55

総発電量

(2050年)

[TWｈ]

5,444 5,266 5,473 899 838 851 645

総発電量に対する系統
用蓄電システム導入量
（2050年）[GW/PWh]
（①）

5.09 25.22 19.09 35.21 26.09 41.65 27.19

日本の
見通し

発電量[TWｈ]

（2050年）（②）
１,４００ １,４００ １,４００ １,４００ １,４００ １,４００ １,４００

系統用蓄電システム導
入量[GW]

（２０５０年）（①×②）
７.１ ３５.３ ２６.７ 49.3 36.5 58.3 38.1

出所） National Grid ESO,”FES 2023 Data workbook）”, 閲覧日2023年10月19日, 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nationalgrideso.com%2Fdocument%2F283061%2Fdownload&wdOrigin=BROWSELINK 
EIA, “Issues in Focus: Drivers for Standalone Battery Storage Deployment in AEO2022”, 閲覧日2023年10月19日, https://www.eia.gov/outlooks/aeo/IIF_battery/pdf/battery-storage-analysis.pdf, 
EIA, “Annual Energy Outlook 2022”, 閲覧日2023年10月19日, https://www.eia.gov/outlooks/aeo/data/browser/#/?id=8-AEO2022&sourcekey=0、
資源エネルギー庁, “第４５回 基本政策分科会 資料１”, 閲覧日2023年10月19日, https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2021/045/   より三菱総研作成

Ⅱ.2030年国内定置用蓄電システム導入見通し公表に向けたフォローアップ
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⚫ 米国エネルギー情報局は、 「Drivers for Standalone Battery Storage Deployment in 

AEO2022」にて、 2050年にかけての蓄電容量導入見通しを作成している。

⚫ Annual Energy Outlook 2022 (AEO 2022)から導き出された3つのシナリオ（AEO 2022 

Referenceケース＆2ケース）下で米国の系統用蓄電システムの経済性を分析し、システムコスト回収できる

範囲で蓄電システムが導入されると想定。

(参考)米国 当局による蓄電システム導入見通し算出事例（1/2）

エネルギーアービトラージ

容量リザーブ

アンシラリーサービス

同分析では、蓄電システムの収入源はグリッドへの電力供給(kWh)と、容量
供給（ｋW）の２つと想定

1. AEO2022 Reference case 

蓄電システムは主にエネルギー（kWh）と容量(kW)の両方を供給するために配置される。
現状の法規制・政策、技術進歩をベースラインに想定。蓄電システムおよび関連技術の将来的なコストはある程度低下すると想定。

2. AEO2022 Low Renewables Cost cases

蓄電システムと再エネ発電所のCAPEXがAEO2022ケースよりも低くなると仮定。CAPEXが低いため、LNGに対して容量市場での
蓄電システムの競争力が高くなり、容量(kW)価値が高まる。普及に伴い電力の限界価格も低下。
蓄電システムのコストが2050年までにReferenceケースより40%低くなる想定。

3. AEO2022 Low Oil and Gas Supply cases

石油・ガスコスト上昇、資源の利用可能性低下を反映。エネルギー（kWh）価格が大幅に高くなる想定。

蓄電システムの提供サービス類型と分析対象

３つの想定シナリオ

出所） EIA, “Issues in Focus: Drivers for Standalone Battery Storage Deployment in AEO2022”, 閲覧日2023年6月30日, https://www.eia.gov/outlooks/aeo/IIF_battery/pdf/battery-storage-
analysis.pdf  より三菱総研作成

Ⅱ.2030年国内定置用蓄電システム導入見通し公表に向けたフォローアップ
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⚫ ３つのケースにおける導入容量見通しは以下の通り。

⚫ Low Renewables Cost case、 Low Oil and Gas Supply caseの方がAEO Reference 

caseよりも導入が進む想定となっている。

⚫ 最も導入量の多いLow Renewable Cost caseでは、133GWの蓄電システムの導入が見込まれる。

※蓄電システムは定格１MW/4MWhのものを想定しており、再エネ併設は本想定に含まれない。

（参考）米国当局による蓄電システム導入見通し算出事例（２/2）

米国全土におけるケース別の蓄電システム導入見通し

出所） EIA, “Issues in Focus: Drivers for Standalone Battery Storage Deployment in AEO2022”, 閲覧日2023年7月26日, https://www.eia.gov/outlooks/aeo/IIF_battery/pdf/battery-storage-analysis.pdf 

Ⅱ.2030年国内定置用蓄電システム導入見通し公表に向けたフォローアップ

[GW]
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⚫ National Gridによる英国における蓄電システムの導入量見通しは以下の通りである。

⚫ 2022年から2030年にかけては年間0.98～2.21GW増加する一方で、2030年から2050年にかけては

年間0.35～0.79GW増加していることから、2030年から2050年にかけて蓄電システムの導入量は鈍化す

ると想定されている。

（参考）National Grid FES2023における蓄電システムの将来見通し

[GW]

出所） National Grid ESO, ”FES 2023 Data workbook）”, 閲覧日2023年7月24日,
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nationalgrideso.com%2Fdocument%2F283061%2Fdownload&wdOrigin=BROWSELINK より三菱総研作成

英国の系統用・再エネ併設蓄電システム導入実績および見通し（累積・GW）

Ⅱ.2030年国内定置用蓄電システム導入見通し公表に向けたフォローアップ
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⚫ 英国の系統運用者であるNational Gridは、英国が2050年までにネットゼロを達成する方法、および

2035年までに電力システムの脱炭素化を実現するための調査・研究結果をFuture Energy Scenarioと

して公表。

⚫ FESでは4つのシナリオが想定されており、現在から2050年までのエネルギーの需給構造を考慮して、水素

や蓄電システムの利用に至るまで様々なエネルギー利用の見通しが示されている。

（参考）英国 系統運用者による脱炭素化シナリオ

FESにおける4シナリオの位置付け 各シナリオの概要

LW （先進的変革シナリオ）

• 最も早い脱炭素化を想定
• ライフスタイルが大幅に変化
• 暖房用水素と電化の実現

CT （消費者行動変容シナリオ）

• 消費者の行動変容意欲が高い想定
• 暖房の電化が実現
• エネルギー効率が高い想定
• 需要側のフレキシビリティ達成

ST （システム改革シナリオ）

• 消費者の行動変容意欲が低い想定
• 暖房用水素の利用
• エネルギー効率が低い想定
• 供給側のフレキシビリティ達成

FS （遅れるシナリオ）

• 最も遅い脱炭素化を想定
• 消費者の行動変容は最小限
• 電力および運輸の脱炭素化を実現（熱を除く）

Positive

Negative

出所） National Grid ESO, “Future Energy Scenario 2023”, 閲覧日2023年7月24日, https://www.nationalgrideso.com/document/283101/download より三菱総研作成

Ⅱ.2030年国内定置用蓄電システム導入見通し公表に向けたフォローアップ
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⚫ 大型の系統用蓄電システムを設置することにより、N-1といった系統事故が発生した際に放電をすることで需

給バランスを保つといった系統用蓄電システムの活用方法について、ローカル系統に限らず検討を深めるとさ

れている。

系統事故時における系統用蓄電システムの活用

出所） 資源エネルギー庁, “系統⽤蓄電池の接続・利⽤の在り⽅について”, 閲覧日2023年7月10日, https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/046_05_00.pdf  

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  1 .日本における系統混雑解消に向けた蓄電システムの活用の前提整理
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⚫ 本調査は以下の2つを主に対象とした。ただし、これ以外にも調査することが望ましい事例については追加的に

調査を行った。

➢ ローカル系統以上の電圧階級における系統用蓄電システムを活用した平常時の混雑解消手法

➢ ローカル系統以上における系統用蓄電システムを活用した事故時の需給バランス維持

本調査対象のまとめ

出所） OCCTO, “系統用蓄電池の接続・利用の在り方について” , 閲覧日2023年7月10日, https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/041_01_00.pdf より三菱総研加筆

系統用蓄電システ
ムを活用した

平常時・事故時の
混雑解消

DERフレキシビリティ
市場を検討中

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  1 .日本における系統混雑解消に向けた蓄電システムの活用の前提整理
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⚫ 混雑緩和価値の取引における市場型・募集型・相対取引型をそれぞれ以下のように定義する。

混雑緩和価値の取引の類型

市場型 募集型 相対取引型

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  2.混雑緩和価値の取引制度の調査

⚫ 送配電事業者が募集要件
を提示した上で、
混雑緩和価値を提供する
リソースの公募を行う
スキーム

⚫ 送配電事業者または
第3者が運用する
市場を介して
混雑緩和価値を取引する
スキーム

⚫ 送配電事業者が
特定のリソースを指名し、
混雑緩和価値を提供する
ことを約束する相対契約
を結ぶスキーム

※非常に局所的な地域で、限られた
リソースしか対応できないといった
状況のみに適用されると考えられる
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⚫ 英国や豪州では、混雑緩和価値を提供する蓄電システムが、他サービスに参加することを認めている。

➢ 英国のConstraint Management Pathfinderでは、待機指令に応じることができ、事故時に遮断・非同期化できれば、

容量市場およびバランシングサービス（Response・Reserve）に参加することが可能である。

➢ 豪州のSIPSでは、恒常的または特定の季節のみに限定して、特定の容量を事故時対応のために確保しておく必要があるが、

確保している容量以外については、他サービスへの参加が可能である。

⚫ 他サービスへの参加を許容することにより、混雑緩和価値を提供するためのコストを低減させることができる。

混雑緩和型蓄電システムの他サービスへの参加

• 豪州のVictorian Big Batteryは、300MW/450MWhのうち、250MW/125MWhをSIPSとして10年間にわたって提供する契約
しており、毎年夏季（11月1日～3月31日）のみ、この容量をSIPS用に確保している。

• SIPS用に確保されている容量以外については、他市場に自由に参加することができる。

豪州のVictorian Big Batteryによるサービス提供

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  2.混雑緩和価値の取引制度の調査
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出所）  P ic lo,  “dashboard ” , 閲覧日2023年7月21日 ,  https://pic lof lex .com/dashboard より三菱総研作成

⚫ 英国では各DNOが混雑緩和を目的として、2018年より市場でフレキシビリティを調達している。

⚫ 当初は需要起因の混雑緩和を目的としてきたが、2023年4月より①新規発電の接続時のDNOの系統増強負

担が増加し、②DNOの出力抑制に上限が設けられたことを受けて、発電起因の混雑緩和を目的とした活用も始

まりつつある。

事例概要（1/3） －英国（市場型）－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  2.混雑緩和価値の取引制度の調査

事業者
各DNOと第三者
（UKPN： Piclo Flex
NGED: Flexible power)

対象系統
配電系統 (日本のローカル系統以上
に相当する11～132kVも対象)

目的

• 系統増強繰り延べ
• 工事等による、一時的な過負荷の

回避
• 系統増強完了までの混雑回避
• 再エネ抑制量の低減
• 事故時復旧

英国フレキシビリティの概要

背景

• 需要起因の混雑

• 発電起因の混雑 (2023年4月～)

➢ 新規発電接続時のDNO負担の
増加

➢ DNOによる出力抑制に上限が
設定
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事例概要 －イタリア－

出所） Terna, “RELAZIONE FINALE DEL PRIMO BIENNIO DI SPERIMENTAZIONE”, 閲覧日2023年7月19日, https://download.terna.it/terna/Rapporto_Pubblico_2016-
2017_%20Energy_8d91c5b91c3b88b.pdf 

系統用蓄電システムのパイロットプロジェクト概要

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  2.混雑緩和価値の取引制度の調査

⚫ イタリアでは特に南部で風力発電が急速に導入されたため系統増強が間に合わず、2010年には約500GWｈの発電抑制が行

われた。

⚫ 上記を受けて、イタリアのTSOであるTernaは、再エネ電源の抑制量を削減し、系統混雑を解消することを目的として、系統用

蓄電システムのパイロットプロジェクトを2015年より実施した。

➢ カンパニア地方に総容量34.8MW/252MWhの系統用蓄電システム（NAS電池）を3台設置した。

➢ 主に風力発電の余剰電力を蓄電することで送電線の混雑を解消し、混雑が生じていない時間帯に放電し北部へ送電した。

➢ 系統用蓄電システムによって系統混雑が緩和された結果、混雑管理費用の削減と系統増強時期の延伸が可能となった。

➢ 系統混雑管理以外には、一次および二次周波数調整や電圧調整等の系統サービスが提供された。

目的

• 発電出力制御の低減
• 系統混雑管理費用の削減
• 系統増強繰り延べ
• 周波数調整サービスの提供

背景

電圧階級

事業者
プロジェクト総括：Terna
系統運用、蓄電システム所有・運用：Terna

• 再エネ電源の急速な導入に伴う出力抑制量の増加

150kV

蓄電
システム

容量

合計35MW / 232MWh （NAS電池）

• Site1：12MW / 80MWh
• Site2：12MW / 80MWh
• Site3：10.8MW / 72MWh
蓄電システムメーカー：日本ガイシ
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⚫ フランスでは系統増強の代替手段として、送電事業者であるRTEが大規模蓄電システムの充放電を制御する

Ringo Projectが実施されている。太陽光・風力の導入が拡大するフランス国内3カ所がプロジェクト実施サ

イトとして選定された。投資規模は3プロジェクト合計でおよそ8,000万ユーロ。

⚫ Ringo ProjectではRTEが系統の混雑状況をデータ管理し、蓄電システムの充放電を自動制御することで、

発電ピーク時の系統負荷軽減および効率的な系統管理に資することを目的としている。

事例概要（1/3) －フランス（募集型）－

Ringo Projectの実施サイトおよび概要

出所） RTE, “Electric Storage – the RINGO experiment”, 閲覧日2023年7月18日, https://www.rte-france.com/projets/stockage-electricite-ringo, 
Energy Storage NEWS, “France’s grid battery ’experiments’ take aim at creating market fit for carbon neutrality”, 閲覧日2023年7月18日,
https://www.energy-storage.news/frances-grid-battery-experiments-take-aim-at-creating-market-fit-for-carbon-neutrality/, 
RTE, ”Ringo：des batteries pour le reseau de transport”, 閲覧日2023年7月18日, https://atee.fr/system/files/2020-02/06.%20Nicolas%20OMONT%20%28RTE%29.pdf,
Arteche, “Arteche joins RTE’s RINGO project”, 閲覧日2023年7月18日, https://www.arteche.com/en/arteche-joins-rtes-ringo-project,  

Vingeanne

電圧階級 63kV

蓄電システム
・容量  ： 12MW/24MWh
・メーカー： NIDEC ASI

Bellac

電圧階級 90kV

蓄電システム
・容量  ： 12MW/24MWh
・メーカー： Saft

Ventavon

電圧階級 63kV

蓄電システム
・容量  ： 12MW/24MWh
・メーカー： Blue Solution

充放電制御のイメージ図

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  2.混雑緩和価値の取引制度の調査
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⚫ ElectraNet管轄内の南オーストラリア州とニューサウスウェールズ州を連系するHeywood連系線にSIPS

が適用された背景は、系統分離事故による広域停電の発生によるものである。

➢ 2016年9月に発生した南オーストラリア州の広域停電を受けて、ElectraNetはAEMOと協議の上、南オーストラリア州で、

複数の発電損失を検出し、南オーストラリア州の電力系統がNEM（National Electrical Market）から分離するのを防ぐ

ためにSIPSを開発した。

➢ 当初、NEM本系統と南オーストラリア系統が系統分離とならないように周波数対策としてSIPSが導入された。

⚫ その後ElectraNetは、後述する南オーストラリア系統に関するRIT-T（Regulatory Investment 

Test for Transmission）の中で、2ルートある連系線のうち1ルート断事故時の連系線運用容量拡大化に、

SIPSを拡張したWide Area Ｐrotection Scheme（WAPS）が新たに適用された。

➢ WAPSでは同期安定性、電圧安定性の悪化に伴う連系線トリップの可能性も考慮されるようになった。

➢ ElectraNetはSIPSとWAPSをあわせてSpecial Protection Scheme（SPS）と呼んでいる。

事例概要（3/5) －豪州（募集型）－

WAPSによる連系線運用容量の拡張

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  2.混雑緩和価値の取引制度の調査

出所） ElectraNet, “SA ENERGY TRANSFORMATION RIT-T Special Protection Scheme”, 閲覧日2023年9月20日, https://www.electranet.com.au/wp-content/uploads/projects/2016/11/2019-05-22-
SAET-SPS-Report.pdf より三菱総研加筆

• 系統安定性を管理するために、連系線
2ルートの合計運用容量は、南オーストラリア
州系統受電方向に250MW、逆潮流方向に
100MW削減される。

• 2ルートある連系線のうち、1ルート断となった
際は、同期安定性や電圧安定性の制約を考慮
して、蓄電システムによる高速有効電力注入ま
たは発電遮断を実施する。
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蓄電システムのユースケース －豪州－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  2.混雑緩和価値の取引制度の調査

⚫ 豪州では、蓄電システムのユースケースとしてアービトラージやアンシラリーサービス（Frequency Control Ancillary 

Service)以外にも、Virtual Transmission Lineや系統安定化機能提供が期待されている。

➢ Virtual Transmission Line（VTL）：系統事故時に蓄電システムが充放電することで送電線の潮流を減少させ、疑似的に送電容量

を上げる。SIPSがこれに相当する。

➢ 系統安定化機能：主にGrid-forming（GFM）機能に具備されている疑似慣性、無効電力・電圧制御、短絡容量、ブラックスタート機能

を提供し、周波数安定性・同期安定性・電圧安定性の向上に寄与する。

⚫ ElectraNetでは蓄電システムの活用目的として７つの優先順位が設定されており、最優先事項はSIPSを拡張したSpecial 

Protection Scheme（SPS）である。

ElectraNetにおける蓄電システム活用の優先順位

ユースケース 蓄電システムが提供する機能

① Special Protection Scheme（SPS） • 事故時に充放電することで送電線潮流を緩和 （VTL）

② 慣性応答 • 疑似慣性の提供 （GFMに具備、その他の系統安定化機能も提供可能）

③ Contingency FCAS • 事故時の一次周波数制御 （アンシラリーサービス）

④ Fast Frequency Response（FFR） • 単独系統発生時の高速周波数応答 （Very Fast FCASとして市場化）

⑤ Frequency Recovery Mode（FRM） • 単独系統が維持されている際に50Hzへ回復させる （今後実装予定）

⑥ Regulation FCAS • 常時の周波数制御 （アンシラリーサービス）

⑦ エネルギーディスパッチ • 卸売市場での取引 （アービトラージ）

出所） ElectraNetへのヒアリングを基に三菱総研作成
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TNSPによる蓄電システム所有の事例（2/5） －豪州－

出所） ElectraNet, “ESCRI-SA Battery Energy Storage Final Knowledge Sharing Report”, 閲覧日2023年9月8日, https://www.electranet.com.au/wp-content/uploads/2021/04/ESCRI-SA-Final-
Knowledge-Sharing-Report-March-2021.pdf 

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  2.混雑緩和価値の取引制度の調査

⚫ ESCRI-SAでは、ARENA（Australian Renewable Energy Agency：豪州再生可能エネルギー庁）

から部分的に資金提供されたTNSPのElectraNetが蓄電システムを所有し、それを第三者である民間電力

会社のAGLへリース、および運用を依頼している。

⚫ 蓄電システムの運用収益について、Regulatedサービス分はElectraNet、市場分（FCAS、卸）はAGLがそ

れぞれ得る。

➢ なお、SIPSはRegulatedサービスに組み込まれることとされている。

ESCRI-SAのステークホルダー
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TNSPによる蓄電システム所有の事例（3/5） －豪州－

出所） ElectraNet, “ESCRI-SA Battery Energy Storage Final Knowledge Sharing Report”, 閲覧日2023年9月8日, https://www.electranet.com.au/wp-content/uploads/2021/04/ESCRI-SA-Final-
Knowledge-Sharing-Report-March-2021.pdf より三菱総研作成

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  2.混雑緩和価値の取引制度の調査

⚫ ESCRI-SAは下記のサービスを提供することが求められている。

➢ ローカル系統の供給信頼度を向上するための蓄電システム単独運転（蓄電システムによるマイクログリッドの形成）

➢ Fast Frequency Response（FFR：高速周波数応答）

➢ 系統サポート（電圧・無効電力調整、FRT要件、疑似慣性、高速故障電流注入、ブラックスタート、SIPS等）

➢ FCAS市場

➢ アービトラージ

⚫ ESCRI-SA蓄電システムはHeywood連系線の連系線の運用容量を拡大するために、SIPSに加えてFFRを

提供している。

ESCRI-SAのパフォーマンス検証事項

• 蓄電システムの高速有効電力
注入と負荷遮断により連系線
トリップを防止

System Integrity 
Protection Scheme

• 系統周波数変化率（RoCoF）
制約に伴う連系線潮流の制限
を緩和

Fast Frequency 
Response

• 蓄電システムシステムの収益源
の大部分

• 適切な充電状態（State of 
Charge）の管理によるアービ
トラージへの影響

FCAS

• 停電時に蓄電システムマイクロ
グリッドを形成し、電力を供給

• 停止作業を夜間から日中の時
間帯にシフトし、作業員の安全
性を向上

停電時の蓄電システムによる電
力供給

• FCASでの最適な稼働を維持
することを優先したため、アー
ビトラージによる収益はフィー
ジビリティスタディでの想定よ
り低水準化

アービトラージ

Regulated
サービス

Market
サービス
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TNSPによる蓄電システム所有の事例（5/5） －豪州－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  2.混雑緩和価値の取引制度の調査

⚫ ESCRI-SAが単独系統の周波数維持に貢献した実績として、２０１９年11月16日に発生した事故時対応が挙

げられる。この日、NEM系統と南オーストラリア系統の間の500kV のHeywood連系線が2回線トリップし、

南オーストラリア系統が単独系統となった（左図の赤い雷マーク部分）。

⚫ このとき、南オーストラリア系統→NEM系統の潮流方向であったため、南オーストラリア系統は発電過多となり、

周波数は瞬時に上昇した。ESCRI-SA（右図にはDalrymple BESSと記載）が周波数上昇を検知し、Inertial 

responseとして瞬時に充電し、その後、FCAS rampingとして再度充電をしている。これにより周波数安

定化に寄与した。

⚫ ただし、ESCRI-SAのみでなく、その他発電機や蓄電システムがFFRとして貢献したことによって、周波数安

定化が図られたものと推察される。

ESCRI-SA蓄電システムによる単独系統の周波数維持事例

• 南オーストラリア州では
51Hzを超えると周波数上
昇時発電遮断システム
（Over-Frequency 
Generation 

Shedding≒OFRによる発
電機の解列）が動作する。

• 当該事故では50.7Hzまで
しか上昇しなかったので、
OFGSは動作しなかった。

• FCASの供給不足はあった
ものの、FCAS+発電機の
自端制御によりカバーする
ことができたため、当該事
故において、発電量の抑制
はされたが解列はされな
かった。

出所） ElectraNet, “Dalrymple ESCRI-SA Battery Energy Storage Project”, 閲覧日2023年9月8日, https://www.electranet.com.au/wp-content/uploads/2021/01/ESCRI-SA-presentation-to-SEPA-
Energy-Storage-WG-April-2020.pdf より三菱総研加筆
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（参考）豪州におけるFCASの調達量
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  2.混雑緩和価値の取引制度の調査

⚫ NEM市場ではFCASが周波数調整サービスとして調達されている。

⚫ 電源種別の調達割合は蓄電システムが4割と最も多く、次いで石炭、水力が2割弱で続く。

⚫ また、調整力として蓄電システムの存在感が増しており、2022年第2四半期と比較すると2023年第2四半期

における蓄電システムからのFCAS調達量は100MW強増加している。

電源種別FCAS調達量の割合 （2023年第2四半期）

出所） AEMO, “Quarterly Energy Dynamics Q2 2023”, 閲覧日2023年９月14日, https://aemo.com.au/-/media/files/major-publications/qed/2023/qed-q2-2023-report.pdf?la=en

電源種別FCAS調達量の増減
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1. 日本における系統混雑解消に向けた蓄電システムの活用の前提整理

2. 混雑緩和価値の取引制度の調査

3. 混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資 

4. 混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）

5. 混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法

6. 送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

7. 混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

8. 蓄電システムによる混雑緩和効果の評価事例

III. 定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に

関する海外事例調査
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• 従来の系統増強費用からフレキシビリティの活用によって回

避された増強費用と、フレキシビリティ調達に係るコストを差

し引いた値が、系統増強に関する費用として計上されている。

• すなわち、フレキシビリティ調達費用はCAPEXの一部として

計上していると解釈できる。

英国DNOのフレキシビリティ活用による混雑緩和に
必要となる費用の託送料金制度上の計上方法

• TSOによるCMPによる混雑緩和のための調達については、

調達を通じ資本を獲得しないためOPEXに分類されると解

釈できる。

英国TSOのCMPによる混雑緩和に
必要となる費用の託送料金制度上の計上方法

⚫ 例えば、英国においては、DNOのフレキシビリティ活用による混雑緩和に必要となる調達費用はCAPEXとし

て計上、TSOのCMPによる混雑緩和に必要となる調達費用はOPEXとして計上していると解釈できる。

⚫ ただし、英国ではCAPEXとOPEXを同一化してTOTEXとして評価する仕組みを採用しているため、明確に

CAPEXとOPEXを区別していない。

混雑緩和価値への原資

事業計画で計上されたコストの例

（A8.1にCMPが含まれる）

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  3.混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資

出所） National Grid ED, “Business Plan 2023-2028”, 閲覧日：2023年11月7日, https://yourpowerfuture.nationalgrid.co.uk/downloads-view/42117, National Grid ESO, “ESO RIIO-2 Business Plan 2 
Supporting Information”, 閲覧日2023年11月2日, https://www.nationalgrideso.com/document/266116/download より三菱総研作成
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⚫ Constraint Management Pathfinderでは調整力提供の対価として、発電事業者が入札時に提示した

待機費用 (Arming fee)と解列費用 (Tripping fee) が支払われる。

出所）National  Gr id ESO,  ”B6 Constra int  Management Pathf inder  2024/24 ：Final  Serv ice Specif icat ion” ,  閲覧日2023年8月5日 ,  
https://www.nat ionalgr ideso.com/document/265031/download より三菱総研作成

待機費用
(Arming fee)

￡/MWh

待機期間中に輸出されたエネルギー量への対価。
落札価格を上回らない限り、事業者は毎月価格を変更すること
ができる。
(23/24落札結果: ￡3～30/MWh)

解列費用
(Tripping fee)

￡/trip

解列によって発電機に発生するコストへの対価。系統へ再接続
するためのコストは含まれない。
事業者は価格を変更することはできない。
(23/24落札結果: ￡3万～200万/trip)

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  3.混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資

混雑緩和価値への対価提供の方法 －英国 (募集型)－

Constraint Management Pathfinderの対価
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⚫ 英国の託送料金制度はレベニューキャップ方式であり、CAPEXとOPEXを同一化しTOTEXとして評価する

仕組みを採用している。これは、設備への投資(CAPEX)ではなく、スマートソリューション（第三者のフレキシ

ビリティ等）を活用した混雑管理(OPEX)を促進することにつながるアプローチである。

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  3.混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資

託送料金制度上の設備投資以外の混雑緩和手法へのインセンティブ －英国－（1/2）

出所） デロイト, “電力送配電事業の経営効率化に向けた送配電料金水準の評価手法に関する調査”, 閲覧日2023年6月30日,https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/005_03_00.pdf,
PwC,”第6回次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会資料”, 閲覧日2023年6月30日, https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/denryoku_platform/pdf/006_02_00.pdf 

英国におけるCAPEXとOPEXの同一化





Copyright © Mitsubishi Research Institute 94

⚫ RIIO-ⅡにおけるDNOの事業計画では、従来の系統増強費用からフレキシビリティの活用によって回避された増強費用と、フ

レキシビリティ調達に係るコストを差し引いた値が、系統増強に関する費用として計上された。

⚫ すなわち、フレキシビリティ調達のコストはCAPEXの一部として計上されていると解釈できるが、前述の通り英国においては

CAPEXとOPEXを同一化している（＝CAPEXとOPEXを区別していない）ため、明確にCAPEXとは定義されていない。

⚫ またRIIO-ED2において、フレキシビリティ調達と系統増強は、不確実性メカニズムによって規制年度中に切り替えることがで

きる。フレキシビリティ調達を予定していたものの系統増強を実施することになった場合には、フレキシビリティ調達に係るイン

センティブは消滅するものの、十分な系統増強費用を得ることができる。

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  3.混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資

混雑緩和価値の原資 －英国（市場型）－

出所） National Grid ED, “Business Plan 2023-2028”, 閲覧日：2023年11月7日, https://yourpowerfuture.nationalgrid.co.uk/downloads-view/42117

WPD(National Grid ED)が計上した系統増強コスト
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⚫ TSOであるNational Grid ESOではRIIO-Ⅱの実施にあたり事業計画を作成し、アクション毎にコストを

計上している。最新のBP2は2023年から2025年まで適用される。

⚫ Constraint Management Pathfinderは系統ニーズの分析やモデル開発とともにまとめて計上され

ているため、その調達費用がCAPEXとOPEXのいずれに含まれるか明示されていない。しかしながらCMP

は調達を通じ資本を獲得しないのでOPEXに分類されると考えられる。

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  3.混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資

混雑緩和価値の原資 －英国（募集型）－

アクションプランで計上されたコストの例（A8.1にCMPが含まれる）

大項目 概要 CAPEX OPEX

A7 系統開発

A7.1 将来の系統ニーズを分析し伝える

8m￡ 19m￡

A7.2
系統のニーズに対応するための経済的な方法
についてアドバイスをする

A7.3
外部からの要請に応じて、アドホックな分析を
行う

A8
送電のニーズを満たすために、全ての
ソリューションが競争できるようにする

A8.1
系統サービス調達（パスファインダー）のアプ
ローチを展開し、将来のニーズの評価と伝達を
最適化する

A11 分析能力の強化

A11.1
経済評価ツールを刷新・統合し、将来の系統モ
デリングニーズをサポートする

A11.2 確率的モデリングの実装

A11.3 電圧評価技術を最適化ツールに組み込む

A11.4 安定性評価技術を最適化ツールに組み込む

出所） National Grid ESO, “ESO RIIO-2 Business Plan 2 Supporting Information”, 閲覧日2023年11月2日, https://www.nationalgrideso.com/document/266116/download より三菱総研作成
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⚫ Eneraプロジェクトにおいて実証されたフレキシビリティ市場では、kWhに対する対価が支払われた。

⚫ Eneraプロジェクトは総額5億ユーロ (うち政府支援2億3,000万ユーロ) を超える国家プロジェクト

SINTEGの一部を成す実証プロジェクトである。

混雑緩和価値への対価提供の方法 －ドイツ (市場型)－

再生可能エネルギー電源 非再生可能エネルギー電源

電源に求められる
応答時間

15分 60分 15分 60分

入札可能価格
(最低価格)€-9,999.9/MWh 

(最高価格)€+9,999.9/MWh

(最低価格)€-50/MWh 

(最高価格)€+9,999.9/MWh

対価

kWh あり あり あり あり

kW なし なし なし なし

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  3.混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資

フレキシビリティ市場で調達された各サービスとその対価

出所)  BNetzA ,  “SINTEG geht in  den Endspurt ” ,  閲覧日2023年8月7日 ,  https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Schlag l ichter -der-Wi rtschaftspol i t ik /2019/11/kapi tel -
1-6-sinteg-geht- in -den-endspurt .h tml より三菱総研作成
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Brooklyn Queens Demand Management; BQDM における対価提供の方法

混雑緩和価値への対価提供の方法 －米NY州(募集型)－

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  3.混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資

⚫ Con Edison社の“Brooklyn Queens Demand Management; BQDM” では、蓄電システムの調

達に際して予め混雑緩和価値への対価としてのインセンティブが設定されている。

⚫ インセンティブはkWに対して支払われ、インセンティブ対象の上限容量が設定されている。

BQDMプロジェクトでは混雑緩和価値の提供対価として、5,000ｋWを上限として1kWあたり2,100ドルのインセンティブが予

め設定されている。

公募期間 2019年8月～2019年11月 （先着順）

インセンティブ内容
2,100ドル/ｋW

※5,000ｋWをインセンティブの対象上限とする

インセンティブの支払い
• BQDMへの参加が確定した時点で全体の50％が支払われる

• 残りの50％は毎年夏季終了時点に混雑緩和価値の提供実績に基づき支払われる

混雑緩和価値の提供要件

• 2020年から10年間の毎年夏季期間中（5月1日～9月30日）、Con Edisonか
らの10回の要請に少なくとも4時間の応答が求められる

• Con Edisonからの要請は、前日（正確には21時間前）に通知される。

ペナルティ
要請に応答できない場合には、Con Edisonに対して損害賠償を支払う※

※）事前に契約で定められている模様

出所） 電力中央研究所, “米国における送配電事業の投資動向と投資抑制策に関する考察”, 閲覧日2023年11月9日, 
https://criepi.denken.or.jp/hokokusho/pb/reportDownload?reportNoUkCode=SE21003&tenpuTypeCode=30&seqNo=1&reportId=9847 より三菱総研作成
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⚫ 蓄電システムを含めた混雑緩和価値提供への対価については、電力会社の託送料金収入から支払われる。

⚫ 従来はNWA（Non-Wires Alternatives）に係る“費用”を原価として扱い料金回収する考え方であったが、

REV※という米NY州の電力制度改革に伴い導入されたClawbackメカニズムは、“設備投資予算（従来の系

統増強を目的とした予算）”の一部をユーティリティが保持できるように調整する仕組みである（つまりNWAに

よって実際にはアセット＝設備資本が減少するとしても、従来の設備増強投資予算をベースにした原価算入が

認められる）。

託送料金制度上の設備投資以外の混雑緩和手法へのインセンティブ －米NY州(募集型)－

• NWAの費用を原価として扱う。また、電力会社はインセンティ
ブとして、新規のソリューション（NWA）が生み出す便益の
30%を収入として得る。

• 増強回避により、レートベース（設備投資による資本）が減るた
め、事業報酬は減少する。

• Clawback（払い戻し）メカニズムは、設備投資予算（NWAに
よって回避された系統増強予算）の一部を送配電事業者が保持
できるように調整するものである。

• 原価算入期間（NYでは3年間）のみ継続する。

従来 制度見直し後

※REV・・・Reforming the Energy Vision

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  3.混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資

出所） NARUC,” ALIGNING INCENTIVES WITH CUSTOMER BENEFIT IN UTILITY PROCUREMENT”, 閲覧日2023年11月9日, https://pubs.naruc.org/pub.cfm?id=E247F7FC-C571-5676-58D7-
55BF3800E407 より三菱総研加筆
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TUOSのサービス構成

混雑緩和価値への原資 －豪州－

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  3.混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資

出所） AEMO, “Shared Transmission Network Services Prices in Victoria – 1 July 2023 to 30 June 2024”,  閲覧日2023年8月8日, https://aemo.com.au/-
/media/files/electricity/nem/participant_information/fees/2023/electricity-transmission-use-of-system-prices-1-july-2023---30-june-2024.pdf?la=en より三菱総研作成

⚫ SIPSにおける蓄電システムによるビクトリア州の混雑緩和サービス提供費用は、送電系統利用料金（TUOS：

Transmission Use of System）から回収される。

⚫ TUOSはNational Electricity Rules（NER)のChapter 6AおよびAEMOの料金算定方法に従い、

算定される。TUOSは4つのサービスによって構成されている。

TUOS services
(locational)

• 送電系統の効率運用を促すために設計され、各地点における系統の利用コストが反映されている。
• 地点価格は系統の接続ポイントにおいて最も利用される時間帯の需要に基づいた長期限界費用が反

映されたものである。
• TUOSに対する収益の50％が地点価格に割り当てられ、その後地域間で料金が調整される。

TUOS services
(non-locational)

• 非地点価格はエネルギー価格または容量価格のいずれかであり、全地点で同じ価格となる。
• 所定のTUOSサービスに対する最大許容収益の50％が非地点価格に割り当てられる。

Common services

• Common servicesには、制御、保護システム、地役権、土地税等の系統計画および運用コストが含
まれる。

• Common service価格はエネルギー価格または容量価格であり、全地点で同じ価格となる。

System strength 
transmission services 

• System strength transmission servicesには、ビクトリア州の系統強度要件（※）を満たす
サービスを提供するための費用が含まれる。

• 系統強度単価（System Strength Unit Price：SSUP）は、送電系洋上の系統強度ノードごとに設
定され、その特定の系統強度ノードにおけるコストとサービス要件によって決定される。

（※系統強度の要件は、事故レベルの極小化とインバーターベースのリソースに対して安定した電圧波形を維持すること
である）
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関する海外事例調査
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⚫ 基本的にいずれの国においても、混雑緩和への対策を検討する際には、費用便益評価のガイドラインに従って系統増強とそれ以

外の対策について費用便益評価を実施している。

⚫ 大まかな流れとしては、将来シナリオの想定、将来必要となる系統容量要件の特定、対策オプションの特定、オプションに関する

技術調査・費用便益の実施、オプションの決定、という流れで評価が実施される。

⚫ 英国のConstraint Management Pathfinderや米国NYのNWAでは、要求事項を設定した上で、オプションを提供可

能な事業者からRFIやRFPを提出させ、技術的に対応可能か、コストが許容できる範囲かを評価した後、入札に移行するような

プロセスを採用している。

混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）

豪州の費用便益評価の例
• 7つのオプションの費用便益を算定。
• 4つのシナリオ条件下による費用便益を算定し、それぞれのシナ

リオに重み付けを行ったNPVを算出し、比較している。

英国Constraint Management Pathfinderの
商業評価手法（Commercial  Assessment Methodology ）

EOI
（＝RFI）の提出

フィージビリティ
スタディ
（技術）

商業入札 商業評価 落札結果公表

• まずConstraint Management Pathfinderに参加可能性のある事業者からRFI
を提出させる。その後、フィージビリティスタディで技術的な対応可能性を評価し、その
評価に合格した事業者のみが商業入札に参加できる。

• 代替オプションである再給電のコストと比較して、いずれの解決策も経済的な便益がな
いということになれば、入札を受け入れないという結果もあり得る、と明言されている。

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  4.混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）

出所） ElectraNet, “SA ENERGY TRANSFORMATION RIT-T Project Assessment Fraft Report”, 閲覧日2023年8月29日,https://www.electranet.com.au/wp-content/uploads/projects/2016/11/2018-07-
06-SAET-PADR-Final.pdf,National Grid ESO,”B6 Constraint Management Pathfinder (CMP) Commercial Assessment Methodology”, 閲 覧 日 2023 年 7 月 18 日 ,
https://www.nationalgrideso.com/document/206936/download
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⚫ 各費用便益において評価される項目の詳細を表に示す。

(参考)費用便益での評価項目の詳細 －英国－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  4.混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）

CEMで評価される系統増強とフレキシビリティのコスト

直接的なコスト

系統増強 • 系統増強コスト

フレキシビリティ調達
• 固定費
• utilization コスト
• availability コスト

間接的なコスト

社会的インパクト
• 系統損失によるコスト
• Customer Interruptionsによるコスト
• Customer Minutes Lostによるコスト

二酸化炭素排出
• 系統損失による排出コスト
• 系統増強のよる排出コスト
• 発電による排出コスト

出所）  ENA,  “Common Evaluat ion Methodology (CEM) Cost Benef i t  Analysis  User  Guide (Version :  2 .0)” ,  閲覧日2023年7月21日 ,
https://www.energynetworks.org/ industry -hub/resource - l ibrary-o ld/on22-ws1a-p1-common-evaluat ion-methodology- (cem)-and- tool -v2.0-user -guide- (14-
jan-2022).pdf ,
National  Gr id ESO,  “B6 Constra int  Management Pathf inder  2024/25:Fina l  Serv ice Specif i cat ion” ,  閲覧日2023年7月21日 ,
https://www.nat ionalgr ideso.com/document/265031/download より三菱総研作成

CBAで評価されるCMPのコスト

Service cost (￡/MWh)=Arming fee (￡/MWh) + Tripping fee (￡/trip) / (TEC×1,500×25)

• TEC (MW): 合計調達量

• 1,500 (h/year)×25 (year) : 1年あたり1,500hのarmingを予定しているが、解列の発生は25年に1度と想定
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⚫ Constraint Management Pathfinderの導入にあたっては、下記のフローに従って競争入札が実施さ

れる。

⚫ NGESOが実施する他の制約管理手法を比較して、CMPに大きなメリットがあると評価された場合に落札は

決定する。

混雑緩和型蓄電システムの導入規律 －英国－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  4.混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）

NGESOからスコットランドのTOにフィージビリティスタディが委託される。
フィージビリティスタディでは、EOIを提出した事業者が以下を満たすかどうか評価される。
1. CISに接続できるかどうか
2. 接続が可能な場合、期日までに接続を完了できるか

フィージビリティスタディをクリアした事業者のみが商業入札に参加できる。
商業入札で事業者は、Arming feeとTripping feeをNGESOに提出することが求められる。

NGESOは、制約管理のためにインタートリップをするコストが、NGESOの現在の制約管理方法
と比較して大きな利点があることを実証しなければならない。

EOI(RFI)の
提出

フィージビリティ
（技術）スタディ

商業入札

商業評価

落札結果公表

参加に興味を示す事業者がNGESOにEOI(RFI)を提出する。
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⚫ 米NY州の電力各社は、NWA（系統増強代替ソリューションの調達）にあたり、プロジェクト期間やコスト規模の

基準を策定する（以下が実例）。

⚫ 策定した基準に基づき、RFPを実施のうえ、費用対効果の高いソリューションを調達する。

指標 Con Edison Central Hudson

プロジェクトタイプ適合性 「需要削減」または「信頼性向上と需要軽減の組
み合わせ」が対象となる。その他のカテゴリーを
対象とするかどうかは定期的に見直す。

「需要削減」または「信頼性向上と需要軽減の組
み合わせ」が対象となる。その他のカテゴリーを
対象とするかどうかは定期的に見直す。

タイムライン
適合性

大規模プロジェクト
（主要な配電線、変電所レベル、
またはそれ以上の電圧階級）

36～60カ月 36～60カ月

小規模プロジェクト
（フィーダーレベルまたはそれ以下）

18～24カ月 18～24カ月

コスト
適合性

大規模プロジェクト
（主要な配電線、変電所レベル、
またはそれ以上の電圧階級）

費用の下限無し $1,000,000以上

小規模プロジェクト
（フィーダーレベルまたはそれ以下）

$450,000以上 $300,000以上

注記）
プロジェクトタイプ： NWAで配電系統増強回避するプロジェクトのタイプ 、 タイムライン：プロジェクトの調達と実装を完了するために必要な時間 、 費用：NWAプロジェクトのコスト

出所） Con Edison, “DSIP”, 閲覧日2023年7月21日, https://www.coned.com/-/media/files/coned/documents/our-energy-future/our-energy-projects/distributed-system-implementation-plan.pdf,
Central Hudson, NWA ホームページ, 閲覧日2023年7月21日, https://www.cenhud.com/contractors/non-wires-alternative-opportunities/ より三菱総研作成

B/C基準

混雑緩和型蓄電システムの導入規律 －米NY州－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  4.混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）
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⚫ 実際のB/C分析にあたっては、公益サービス省が作成したBCAハンドブックに従った算定が推奨されている。

⚫ 下記の費目に沿って、プロジェクト期間における費用便益を評価する。

➢ 便益には下表太字で示す通り、NWAにより回避された復旧コストや停電コストなどの信頼性に関する費目、NWAによる大気

汚染物質削減量などの環境価値も含まれる。

混雑緩和型蓄電システムの導入規律 －米NY州－

Benefitの費目

分類 # 費目

効
果
／
便
益

系統全体
(基幹系統)

1
Avoided Generation Capacity (ICAP) 
Costs, including Reserve Margin

2 Avoided Energy (LBMP)

3
Avoided Transmission Capacity

Infrastructure and O&M

4 Avoided Transmission Losses

5 Avoided Ancillary Services

6 Wholesale Market Price Impacts

配電システム

7
Avoided Distribution Capacity

Infrastructure

8 Avoided O&M Costs

9 Avoided Distribution Losses

信頼性 /
レジリエンス

10 Net Avoided Restoration Costs

11 Net Avoided Outage Costs

その他

12 Net Avoided Green House Gases

13 Net Avoided Criteria Air Pollutants

14 Avoided Water Impacts

15 Avoided Land Impacts

16 Net Non-Energy Benefit

分類 # 費目

費用

17 Program Administration Costs

18 Added Ancillary Services Costs

19 Incremental T&D and DSP Costs

20 Participant DER Costs

21 “Lost” Utility Revenues

22 Utility Shareholder Incentives

23 Net Non-Energy Costs

Costの費目

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  4.混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）
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⚫ 豪州では、各エリアを管轄する送電事業者に対しても年次計画のプロセスが規制当局によって定められている。

⚫ RIT-T（Regulatory Investment Test for Transmission）という費用便益評価プロセスにおいて、

系統増強やそれ以外の対策を組み合わせた複数のオプションの中から最も便益の高いオプションを選択する。

➢ SIPSはその一例である。

送電投資計画プロセス

出所）各種資料より三菱総研作成

出所） AER, “Cost benefit analysis guidelines”, 閲覧日2023年7月25日，
https://www.aer.gov.au/system/files/AER%20-%20Cost%20benefit%20analysis%20guidelines%20-
%2025%20August%202020.pdf より三菱総研作成

混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析） －豪州－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  4.混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）

RIT-T費用便益評価のプロセス

インプットデータの作成
（前提条件、シナリオ）

統合系統計画での費用便益評価

最適開発方針の策定

実行可能なISP
プロジェクト

実行可能なISP
プロジェクト

ニーズの特定ニーズの特定

RIT-T
アプリケーション

RIT-T
アプリケーション

RIT-T費用便益評価

RIT-T
アプリケーション

RIT-T
アプリケーション

フィードバックループ

• 統合系統計画の費用便益評価で使用するイン
プットデータを作成する

• 費用便益評価のために開発方針を選択し、コス
トと市場便益を見積もる

• 費用便益評価の結果を公表して最適な開発方針
を選択する

• 最適な開発方針には実行可能な統合系統計画
プロジェクトを含めることが可能

• 実行可能な統合系統計画プロジェクトごとに、
ニーズを特定する

• 特定されたニーズと統合系統計画の候補オプ
ションを使用して、実行可能な統合系統計画プ
ロジェクトごとにRIT-Tを適用する

• 費用便益評価の結果を使用して優先オプション
を選択する

• 優先オプションが最適な開発方針に則ったもの
であるかを確認する
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⚫ RIT-Tの目的は正味の市場便益を最大化し、NER（National Electrical Rule）または各TNSP

（Transmission Network Service Provider）が管轄するエリア内の信頼性基準を満たす投資オプ

ションを特定することである。

➢ 信頼性基準を満たすように系統計画および開発を行うにあたっては、コストを最小に抑える必要がある。

➢ 特定された投資オプションが正味の市場利益をもたらすが、特定の信頼性要件を満たすように設計されてない場合には、送電

投資を行うことが可能である。

正味市場便益を算出するための費用項目

出所） AER, “Cost benefit analysis guidelines”, 閲覧日2023年7月25日,
https://www.aer.gov.au/system/files/AER%20-%20Cost%20benefit%20analysis%20guidelines%20-%2025%20August%202020.pdf を三菱総研抄訳

混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析） －豪州－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  4.混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）
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⚫ 英国においては、ユニット単位でバランシング市場や容量市場の調達結果が公開されており、そのような情報

を用いて市場動向を分析し配信する事業者も存在する。

⚫ 立地誘導の直接的な手法ではないものの、情報公開が進んでいることにより、新規事業者の市場参加が促進

されていると考えられる。

出所） National Grid ESO, “Dynamic Containment Masterdata”, 閲覧日2023年12月12日, https://www.nationalgrideso.com/data-portal/dynamic-containment-data/dynamic_containment_masterdata より三菱総研加筆

英国のDynamic Containment（調整力の１商品）に関する調達結果

（参考）英国における情報公開
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  5.混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法

ユニット名 事業者名 入札量 落札量 対価

Response Unit Agent/Applicant
Volume

offered

Volume

Accepted

Availability

Fee
Total Cost

Accepted/

Rejected

Technology

Type

AG-MFLX02 Flexitricity Limited 49 49 15.03 17675.28 Accepted Battery

ARNKB-1 Arenko Cleantech Limited 41 41 14 13776 Accepted Battery

AG-HEL00G Habitat Energy Limited 49 0 24 Rejected Battery

AG-MFLX02 Flexitricity Limited 49 49 15.03 17675.28 Accepted Battery

ARNKB-1 Arenko Cleantech Limited 41 41 15 14760 Accepted Battery

AG-HEL00G Habitat Energy Limited 49 49 15.02 17663.52 Accepted Battery

DBESSA-33 Zenobe Energy Limited 8 8 16.0875 3088.8 Accepted Battery

DBESSC-33 Zenobe Energy Limited 9 9 11.44444444 2472 Accepted Battery

DBESSF-33 Zenobe Energy Limited 9 9 14.22222222 3072 Accepted Battery

AG-MFLX02 Flexitricity Limited 49 49 15.03 17675.28 Accepted Battery

AG-HEL00G Habitat Energy Limited 49 49 15.99 18804.24 Accepted Battery

DBESSC-33 Zenobe Energy Limited 9 9 16 3456 Accepted Battery

DBESSF-33 Zenobe Energy Limited 9 9 16 3456 Accepted Battery

ARNKB-1 Arenko Cleantech Limited 41 41 16 15744 Accepted Battery

DBESSA-33 Zenobe Energy Limited 8 8 17 3264 Accepted Battery

総コスト 落札結果 リソース種別
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NEM系統の系統制約に関する分析

混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法(1/4) －豪州－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  5.混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法

⚫ AEMOはNational Electricity Market Dispatch Engine(NEMDE)の系統混雑と系統の妥当性

の予測評価(PASA)をモデリングし、シミュレーション分析している。

⚫ AEMOは、この系統制約に関するレポートを毎年発行し、過去5年間の混雑パターンの変化に関する情報を市

場参加者に提供している。

出所） AEMO, “NEM Constraint Report 2022 Summary data”, 閲覧日2023年8月7日, https://aemo.com.au/-/media/files/electricity/nem/security_and_reliability/congestion-information/2022/nem-
constraint-report-2022-summary-data.xlsx 
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再エネ電源および系統用蓄電システムの導入を想定したNEM系統に関する分析

混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法（2/4) －豪州－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  5.混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法

⚫ エネルギー安全保障委員会は、FTIコンサルティングに対し2030年における再エネ電源増加に伴うNEMの系

統混雑の影響を予測するよう依頼。系統混雑箇所と系統混雑に起因するコストの分析を実施した。

➢ 分析手法は2段階のモデリングに分けられ、1段階目に長期的な電源開発と容量ミックスの分析、2段階目に1段階目で決まった各年度の

電源ミックスをインプットとして短期的な電源ディスパッチについてシミュレーションを行っている。

⚫ この分析の中で、NEM系統に導入される再エネ電源の追加容量と蓄電システムの設置箇所に関する感度分析

を行い、系統混雑への影響やコストについて検証されている。

出所） FTI Consulting, “FORECAST CONGESTION IN THE NEM”, 閲覧日2023年8月7日, https://esb-post2025-market-design.aemc.gov.au/32572/1629773972-fti-esb-forecast-congestion-in-the-
nem-final-5-august-2021.pdf 
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混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法(4/4) －豪州－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  5.混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法

⚫ 豪州では、市場に参加する事業者が、計画および運用目的のために潮流等の電力系統シミュレーションを実施す

るために合理的に必要とされる情報を系統運用者であるAEMOに要求することが国の電力規則において定め

られている。

➢ 豪州はプール制であり、米国と同様に系統運用者＝市場運用者である。

⚫ 電力系統シミュレーションに必要となる系統情報を得ることができるため、事業者はこの情報を基に分析を行

い、接続地点の選定を行うことができる。

出所） AEMC, “National Electricity Rules”, 閲覧日2023年12月11日, https://energy-rules.aemc.gov.au/ner/499/313480#3.13 より三菱総研抄訳

3.13 Market Information

3.13.3 Standing data

(k) 登録参加者は、AEMOに以下を要求することができる。

(1)売り入札と買い入札の検証データ

(2)登録参加者が、計画および運用目的のために電力系統シミュレーション研究（負荷潮流および動的シミュレーションを含む）を実施する

ために合理的に必要とされる情報

(3)スケジュール5.1 （NSPが所有、運営、または管理する送電網および配電網に適用しなければならない計画、設計、運営基準を示したも

の）の目的で開発された、送電網又は配電網運用のための運用および保守の手順および慣行であって、登録参加者が平常時、停電時お

よび緊急時の条件下で電力系統のモデリングを実施するのに十分なもの。

National Electricity Rulesにおける規定（一部抜粋）
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5. 混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法

6. 送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

7. 混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

8. 蓄電システムによる混雑緩和効果の評価事例

III. 定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に

関する海外事例調査
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⚫ EU域内電力市場指令では、TSOの蓄電システム所有・建設・管理を禁止している。

⚫ 例外として、①入札を経た第三者に権利が付与されておらず、②送電系統の運用のために必要であり、③市場

での電力売買に使用されない場合に限り、加盟国の権限で認めることができる。

送電事業者による蓄電システム所有に関する規定（１/2) －EU－

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  6.送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

EU域内電力市場指令

§54

送電系統運用者による蓄電設備の所有  

(1) 送電系統運用者は、蓄電設備を所有、建設、管理または運用してはならない。

(2) 第1項の適用除外により、加盟国は、送電系統運用者がエネルギー貯蔵施設を

所有、建設、管理または運用することを認めることができる。ただし、これらの

施設が完全に統合されたネットワーク構成要素であり、規制当局が承認を与え

た場合、または以下の条件をすべて満たす場合に限る：  

a. 規制当局の審査・承認を条件とする、開放的、透明的かつ非差別的な入

札プロセスを経た他の当事者が、当該施設を所有する権利、または当

該施設を建設、管理もしくは運営する権利を付与されていないか、また

は合理的なコストで適時に当該サービスを提供できていない場合；  

b. 当該施設又は非周波数関連系統サービスが、送電系統運用者が本指令

に基づく義務を遵守し、送電系統の効率的で信頼できる確実な運用を

維持するために必要であり、当該施設およびサービスが電力市場での

電気の売買に使用されていない。 

c. 規制当局が、かかる免除が必要かどうかを評価し、条件を含む入札手続

の適用可能性について事前審査を実施し、その承認を与えていること。

規制当局は、送電系統運用者が公正な入札手続きを確保するのを支援

するため、ガイドラインまたは調達条項を策定することができる。 

(3)略

(4)規制当局は、定期的に、あるいは少なくとも5年ごとに、既存のエネルギー貯蔵

施設に関する公開協議を実施し、潜在的な利用可能性および当該施設への投資

に対する他の関係者の関心を評価するものとする。規制当局が評価した公開協

議の結果、他の当事者が費用対効果の高い方法で当該施設を所有、開発、運営

または管理できることが示された場合、規制当局は、この点に関する送電系統

運用者の活動が18カ月以内に段階的に廃止されるようにしなければならない。

その手続きの条件の一部として、規制当局は、送電系統運用者が合理的な補償

を受けること、特に蓄電設備への投資の残存価値を回収することを認めること

ができる。 

(5)第 4 項は、完全に系統に統合されたコンポーネント、または 2024 年までの最

終投資決定がなされ以下を満たす新しい蓄電システム設備の通常の減価償却期

間には適用されない：  

a. その後遅くとも2年以内に送電網に接続されること；  

b. 送電系統に組み込まれる；  

c. ネットワーク不測事態が発生した場合、ネットワークの安全性を瞬時に

回復させるため、そのような回復措置が直ちに開始され、通常の再送電

で問題を解決できる時点で終了する場合にのみ使用される

d. バランシングを含め、電力市場での電力売買に使用しない。

出所）  Amtsblatt der  Europäischen Union, „DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES“ ,  閲覧日2023年7月25日 ,  https://eur - lex .europa.eu/ legal -
content/EN/TXT/?ur i=CELEX%3A32019L094 4 より三菱総研抄訳
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⚫ ドイツでは2021年2月にエネルギー産業法が改正され、①蓄電システムの建設・運用について競争入札の結果、第三者が提供で

きないことが明らかになった場合に限り、TSOの蓄電システムの建設・所有・運用が認められた。

⚫ TSOが所有する蓄電システムはEU域内電力市場指令に従い、②系統運用の即時復旧にのみに使用されること、③電力市場での

売買ができないことが規定されている。

送電事業者による蓄電システム所有に関する規定 －ドイツ－

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  6.送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

エネルギー産業法改正

§ 118a 蓄電設備の入札に関する経過措置、決定権能

(1) 送電系統運用者は、送電系統運用者が第11条(1)前段に基づく義務を効率的に履行するために蓄電設備が必要である場合、開放的、透明かつ非差別的な手続きで、蓄

電設備の建設と運用を入札に付すことができる。送電系統運用者は、第1文に従って実施された入札手続きにおいて、第三者が、電力供給系統の安全性と信頼性を確

保するための要件を考慮し、合理的なコストで、または適時に、蓄電システムシステムによって提供される契約サービスを提供できない場合、第三者に契約を発注しては

ならない。その費用は、送電系統運用者が所有する同等の設備を建設・運用する費用を超えないものであれば合理的なものとする。蓄電設備の出力または発電量の全

部または一部を電力市場で販売することはできない。 

(2) 規制当局は、第 29 条第(1)項に基づく決定により、第(1)項に基づく入札手続きのより詳細な設計に関する仕様を送電系統運用者に発行する権限を有する。

§ 118b 送電系統運用者が所有する蓄電設備の承認に関する経過措置、決定権限

(1) 第 2 編第 3 節の例外として、送電系統運用者は、規制当局に申請し、規制当局が承認した場合、蓄電設備を所有、建設、運用することができる。

(2) 規制当局は、以下の場合に承認を与える。

1. 送電系統運用者は、蓄電設備が以下のものであることを証明する。

a. 第 11 条(1)項前段に基づく義務を効率的に履行するために必要である。

b. レターaに基づく意図された用途に加えて、電力の売買や電力市場における業務の全部または一部に使用されないこと. 

2. 送電系統運用者が、第 118a 条に基づき、開放的、透明的かつ非差別的な入札手続きを実施・締結し、その条件が、蓄電システムシステムの技術的な導入コン

セプトに関して規制当局によって検討されたものであること。

a. 送電系統運用者が、第118a条(1)に基づき、蓄電設備の建設および運用に関する契約を第三者に発注していない場合。

b. 第三者への発注後、その第三者が蓄電設備で提供されるサービスを提供できないこと、または時間内に提供できないことが明らかになった場合

3. 蓄電システムシステムが、第 13 条(1)に従った系統関連措置による、安全かつ信頼性の高い系統運用の反応的即時復旧のためにのみ使用され、その復旧措置

が、障害発生直後に開始され、第 13 条(1)(2)および(3)に従った措置により問題が改善され次第終了する場合。承認は、蓄電システム設備の通常の減価償却

期間に限定されるものとする。承認は、2024年12月31日までに送電系統運用者の蓄電システム設備に対する投資決定がなされ、その後2年以内に接続が行わ

れた場合、蓄電システム設備が電力供給網に接続された時点で発効する。

(3) 規制当局は、第29条(1)に基づく決定により、第(2)項に基づく認可手続の詳細設計に関する要件を定める権限を有する。
出所 ) Deut sche r  B undest agm , ”G es et z  zu r  Änder ung des  B undesbed ar f s p l a n ge s et z e s  und ander er  Vor schr i f t e n“ ,  閲覧日 :  2023年7月24日
ht t ps : / /www. bg bl . d e/ xa v er / b gbl /s t ar t . x av? st ar t b k=B u n de s an ze i g er _B GB l & s t a r t =/ / *%5 b@ at t r _ i d= %27b gbl 121 s0298. p df%27%5 d より三菱総研抄訳
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Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  6.送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

⚫ 2010年に、イタリア国内の送配電事業に関するコンセッションに付随する協定の修正と更新が行われた。

⚫ この中で、電力系統の安全性確保と円滑な運用、再エネの最大限活用を目的としてTernaが蓄電システムを建

設・所有することが認められた。

送電事業者による蓄電システム所有に関する規定（1/2) －イタリア－

コンセッション権者の目的は、送電線および変電所を含む全国送電系統の統一的な管理を含む送電およびディスパッチの効率的な運用であり、コンセッション権者

が所有することができる。79/1999、および法律第2条 290/2003で改正された。239/2004.特に、コンセッション権者は、透明性、中立性、無差別性の原則

に従い、以下のことを行う。      

a. 潮流、地域間連系線、アンシラリーサービスを運用する

b. コンセッション権者が自由に利用できる手段を用いて、サービスおよび電力供給の安全性、信頼性、効率性および最低コストを追求することを目的とし

たその他の義務の履行を保証すること

c. 利用者または利用者のカテゴリーを差別することなく、全国送電系統を運用すること

d. 送電容量の安全性と妥当性を確保するため、全国送電系統開発計画を作成し、実施する

e. 自己が所有し、又は自己が処分することができる国内送電系統に連系する既存の設備、又は国内送電系統の同じ箇所に連系する局内若しくは線路上に

位置する既存の設備に関する工事の場合、および新規の線路若しくは新規の電気所の場合には、自己の費用で開発工事を実施する

f. 全国送電系統全体の保守を決定し、全国送電系統のうち、自己が所有し、自己が処分し、または自己が介入する権限を有する部分について、関連する活

動を行う

g. 発電所の立地や、新電力によって生産されたエネルギーの送電系統への供給を実施するために必要な介入について、関係法令に定められた手続きに従

い、省益のため、または省の要請に応じて、新電力所の建設に関する意見を表明する

h. 政令第3条第3項に従い、電力・ガス規制庁の定める条件に従い、発送電規則を制定する。1999 年第 79 号および政令第 1 条第 2 項に基づく生産

活動大臣の指針。79/1999

i. 2004 年 5 月 11 日の首相令第 1 条第 4 項に基づき、電力・ガス規制庁の指令に基づき、全国送電系統へのアクセスおよびその利用、ディスパッチ

の提供、送電系統の安全性の向上、送電系統の保守に関する、客観的かつ非差別的な性質の技術規則（「送電系統コード」）を採択する

j. その時々に施行されている法律により、規制的性質を含むその他すべての活動、およびその他の権限、権利、権力を行使する；

k. 系統の安全性確保と円滑な運用、再生可能エネルギーの最大限利用、ディスパッチのための供給力を確保することを目的とした、電力の貯蔵のための

施設の建設と運用。

l. イタリア国内外において、企業目的の達成に有用なその他の関連活動および手段的活動を行う。

出所）  GAZZETTA UFFICIALE,  “DECRETO 15 dicembre 2010” ,  閲覧日2023年8月7日 ,  
https://www.gazzettauff i c ia le . i t/a tto/ser ie _genera le/car i caDettagl i oAtto/or ig inar io?atto.dataPubbl i caz ioneGazzetta=2011 -01-
07&atto.codiceRedaz ionale=10A15742&elenco30giorn i=fa lse より三菱総研抄訳

送配電事業に関するコンセッション（一部抜粋）
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Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  6.送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

⚫ 再エネ電源の利用促進に関する政令2009/28/CEの第17条3項では、送電系用の整備にTernaが介入する

際に、「変動電源のディスパッチを容易にする」ことを目的として蓄電システムを系統に導入することができる

と規定されている。

⚫ また、上記政令を受けて、政令93/11号は全国送電系統開発計画の実施において、全国送電系統運用者の

Ternaが蓄電システムシステムの建設・運用を可能とすることを規定している。

送電事業者による蓄電システム所有に関する規定（2/2) －イタリア－

出所）MISE,  “DECRETO LEGISLATIVO:  Attuaz ione del la  d i rett iva  2009/28/CE su l la   promozione del l‘uso del l’energ ia  da font i  r innovabi l i ,  reca nte modif ica  e   
successiva  abrogaz ione del le  di rett ive 2001/77/CE e 2003/30/CE ” ,  閲覧日：2023年8月7日 ,  https://www. infobui ldenergia . i t /wp -
content/uploads/2020/05/367.pdf より三菱総研抄訳

Art.17 （送電系統整備への介入）

1. Terna S.p.A.は、全国送電系統開発計画の特別セクションにおいて、現在進行中の発電所の建設および運転に関する認可手続きを考慮し、第4条第4項に基
づく介入を特定する。

2. Terna S.p.A.は、全国送電系統開発計画の特別セクションにおいて、すでに稼動している再生可能エネルギー発電所で生産されたエネルギーの完全な供給と
取出しを確保するために必要な送電系統の補強を特定している。

3. 第1項および第2項で言及された全国送電系統開発計画のセクションには、変動電源のディスパッチを容易にすることを目的とした蓄電システムを含めること
ができる。

4. 電力・ガス庁は、第3項の規定の規制を定め、第1項、第2項、第3項の工事の実現と管理のための投資に対するインセンティブが、再生可能エネルギーの有効性、
同工事の迅速な実施と運転開始を、電力市場の各ゾーンおよび異なる蓄電技術についても差別化された方法で適切に考慮することを保証する。

Art. 36 
4. 2011年3月3日付政令第28号第17条第3項に基づき、全国送電系統開発計画の実施において、全国送電系統運用者は、蓄電システムを利用した広域蓄電シ

ステムを構築・運用することができる。前文で言及された蓄電システムは、同法令第18条で言及された開発計画の実施において、配電系統運用者により建設・
運用されることもある。

出所）  MISE,  “DECRETO LEGISLATIVO 1  g iugno 2011 ,  n .  93 ” ,  閲覧日2023年8月7日 ,  
https://www.mercatoelett r i co.org/ i t/MenuBibl i oteca/Documenti /296_Dlgs1giugno2011n93.pdf より三菱総研抄訳

系統計画に関する政令（一部抜粋）

系統運用者による蓄電システム設置・運用に関する政令（一部抜粋）
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⚫ フランスでは、TSOによる電力貯蔵システムの所有・開発・運営が禁止されているが、次の条件を満たす場合に

限り、例外が適用される。

➢ 電力貯蔵施設が同一の系統構成要素と認められる場合

➢ EU電力市場共通規則に定めるその他の条件が満たされる場合

送電事業者による蓄電システム所有に関する規定(1/2) －フランス－

出所） Legifrance, “Code de l’energie”, 閲覧日2023年7月28日, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000023983208/2023-07-28/ より三菱総研抄訳

TSOの蓄電システム所有に関する規制（フランス）

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  6.送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

第2節ネットワーク事業者の義務 (第L352条の2) 2021年3月3日作成

送電系統事業者は、電気システム内のエネルギー貯蔵施設を所有し、開発し、又は運営してはならない。エネルギー規制委員会（CRE）は、

これらの貯蔵施設がネットワークの完全に統合された構成要素である場合、又は電気の国内市場に関する共通規則に関する2019年6月5

日付欧州議会および閣僚理事会指令 (EU) 2019/944の第36条 (2) 又は第54条 (2) に定めるその他の条件＊が満たされる場合に

は、この原則の適用除外を認めることができる。本条の適用方法は、エネルギー規制委員会の意見を受けた国務院令によって規定される。

＊規制の中で引用されているEU制定の条文については、次頁参照
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⚫ フランスにおけるTSOの蓄電システム所有規制の中で引用されているEU電力市場規則の条文対象箇所を以下

に示す。第36条（２）および第54条（２）の一部が引用されている。

送電事業者による蓄電システム所有に関する規定(2/2) ーフランスー

TSOの蓄電システム所有に関する規制（EU）

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  6.送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

第36条 送電系統運用者のエネルギー貯蔵施設の所有

(1) 送電系統運用者は、エネルギー貯蔵施設を所有、開発、管理または運営してはならない。

(2) 1項の例外として、加盟国は、エネルギー貯蔵施設が完全に統合されたネットワーク構成要素であり、規制当局がその認可を付与した場合、または以下の条件がすべて

満たされている場合には、送電系統運用者がエネルギー貯蔵施設を所有、開発、管理または運営することを認めることができる。

a. その他の当事者が、規制当局による審査および承認を受けることを条件とするオープンで、透明性があり、かつ、差別的でない入札手続に従って、当該施設を

所有、開発、管理又は運営する権利を与えられていないか、又は、合理的な費用及び適時の方法で当該サービスを提供することができない場合

b. 当該設備は、配電システムの効率的、信頼性の高い安全な運転のために、配電システムの運転者が本指令に基づく義務を履行するために必要であり、かつ、当

該設備は電力市場における電力の売買には使用されない、又は、合理的な費用および適時の方法で当該サービスを提供することができない場合

第54条 送電系統運用者による蓄電設備の所有

(1) 送電系統運用者は、蓄電設備を所有、建設、管理または運用してはならない。

(2) 第1項の適用除外により、加盟国は、送電系統運用者がエネルギー貯蔵施設を所有、建設、管理または運用することを認めることができる。ただし、これらの施設が完

全に統合されたネットワーク構成要素であり、規制当局が承認を与えた場合、または以下の条件をすべて満たす場合に限る： 

a. 規制当局の審査・承認を条件とする、開放的、透明的かつ非差別的な入札プロセスを経た他の当事者が、当該施設を所有する権利、または当該施設を建設、管

理もしくは運営する権利を付与されていないか、または合理的なコストで適時に当該サービスを提供できていない場合：

b. 当該施設又は非周波数関連系統サービスが、送電系統運用者が本指令に基づく義務を遵守し、送電系統の効率的で信頼できる確実な運用を維持するために必

要であり、当該施設およびサービスが電力市場での電気の売買に使用されていない。 

出所） EUR-Lex, “DIRECTIVE (EU) 2019/944 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 2019”, 閲覧日2023年7月31日, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&qid=1690796353989 より三菱総研抄訳
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⚫ 送配電事業者が所有する系統安定を目的とした蓄電システムの取扱いについて、米NY州の系統運用機関

（NYISO）は以下の観点を踏まえた検討の必要性を論じている。

送電事業者による蓄電システム所有に関する規定（2/2) －米NY州－

出所） New York ISO, “Storage as Transmission”, 閲覧日2023年8月2日,
https://www.nyiso.com/documents/20142/38699263/Storage%20as%20Transmission%20-%20Introduction.pdf/c5458a07-4be6-fe57-bef6-514abdcb725c より三菱総研作成

NYISOの課題認識と検討事項

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  6.送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

送配電事業者所有の蓄電システムについて、NYISOは以下の論点を示しており、系統資産（storage as transmission only 

asset;  SATOA）としての蓄電システムの評価・運用ガイドラインの検討内容によって、市場でのユースケースについての対応可

能性があるとの見解が示されている。

考慮すべき観点

送配電事業者所有の蓄電システムを、系統資産として評価・運用するためのガイドラインの必要性

• 系統資産としての蓄電システムの評価モデルの構築
• 蓄電システムの規模要件等
• 蓄電システムの所有要件、管理責任、運用制御主体
• 系統資産として生じた収益の取扱い

送配電事業者所有の蓄電システムについて、NYISO市場への参加認可について

考慮すべき観点

• 蓄電システムを市場に参加させる場合のガイドラインの整備
• 市場で得た収益の取扱い（系統資産としての評価への反映）
• 送配電事業者が系統資産としての蓄電システムを保有することに起因する市場影響の

考慮
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送電事業者による蓄電システム所有に関する規定 －豪州－

出所）AER, “Electricity Transmission Ring-fencing—a review of current arrangements”, 閲覧日
2023年8月7日, https://www.aer.gov.au/system/files/Electricity%20Transmission%20Ring-
fencing%20Guideline%20-%20Discussion%20paper%20-
%2015%20November%202019.pdf より三菱総研抄訳

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  6.送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

Ring-fencing guidelineでのTNSPによる
蓄電システム所有に関する規定（抜粋）

TNSPによる蓄電システム所有およびリースの
事例

ElectraNetのESCRI蓄電システム

ElectraNetは、南オーストラリア州のダリンプル変電所に大規模蓄電シス

テムを所有している。ElectraNetは、蓄電システム容量の一部を、規制され

たネットワークサービスを提供するために確保しており、蓄電システム容量の

一部がAGLにリースされている。AGLは、90MWのワトルポイント風力発電

所とともに蓄電システムを使用し、卸売市場（市場発電と市場負荷サービス

の両方を含む）に販売し、FCAS市場に参加する。またElectraNetは、蓄電

システムを使用して、慣性応答、FFRを提供し、Heywood連系線の制約を

軽減し、送電供給喪失後約2時間電力を供給することにより、ヨーク半島の

ローカル地域への供給を改善する。

AusNetのバララット変電所蓄電システム

AusNetは、ビクトリア州のバララット送電用変電所に30MW/30MWhの

蓄電システムを所有している。AusNetは、蓄電システム容量の100％を

Energy Australia社にリースしている。 Energy Australia社は、卸売

市場で発電と負荷サービスを提供するために蓄電システムを使用している。

出所）AER, “Ring-fencing Guideline Electricity Transmission Version 4”, 閲覧日：２０２３年１１月２４日, 
https://www.aer.gov.au/system/files/AER%20-%20Electricity%20Transmission%20Ring-
fencing%20Guideline%20Version%204%20-%20Clean.pdf より三菱総研抄訳

3.1 法的分離

a. TNSP は法人である必要がある。

b. 条項 3.1(c)、(d)、および (e) に従って、TNSP は送電サービスを提供

できるが、他のサービスを提供してはいけない。

c. このガイドラインの他の規定にかかわらず、TNSP は次のことを行って

はならない：

i. 新しい契約を締結する。

ii. 既存の契約の重大な変更に同意する。

ここで、TNSP にネットワークサポートサービスを提供することのみを目的

とする場合を除き、TNSP が所有、運営、または管理するエネルギー貯蔵装

置を使用する権利を別の法人に付与する。

⚫ 豪州では、送電事業者であるTNSPは、蓄電システム関連事業の収入が当該TNSPの総収入の5％以下である

場合に限り、蓄電システムを所有、管理、運用、リースすることが可能であった。

⚫ 2023年3月に改定されたRing-fencing Guidelineにでは、TNSPによる系統サービスへの提供（SIPS

や疑似慣性等）以外の目的でTNSPが所有・運用すること、また他事業者へのリースが認められなくなった。

➢ 卸電力市場、FCAS市場へ参加する場合は、別会社を立てて事業を分離し、第三者が蓄電システムを運用する必要がある。
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配電事業者による蓄電システム所有に関する規定 －豪州－

出所）AER, “Decision -Distribution ring-fencing class waiver for DNSP-led projects funded under the Australian Government’s Community Batteries for Household Solar Program”, 閲覧日2023年12月8
日, https://www.aer.gov.au/system/files/Decision%20-%20Ring-
fencing%20Class%20Waiver%20for%20Batteries%20funded%20under%20the%20Community%20Batteries%20for%20Household%20Solar%20Program%20-%20February%202023_0.pdf より三
菱総研抄訳

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  6.送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

Ring-fencing guidelineでのTNSPによる蓄電システム所有に関する規定（抜粋）

決定

本ガイドラインは、2023年2月3日から2041年6月30日まで、本免除のクラスと基準を満たすDNSP主導のプロジェクトに対し、ガイドラインの3.1項、4.2.1

項、4.2.2項※1の適用除外を認めることを決定した。本免除が適用されるクラス本免除の適用範囲※2は、豪州政府の「家庭用太陽光発電のためのコミュニ

ティ・バッテリ・プログラム」（ビジネス・グラント・ハブまたはARENAによって運営される）のもとで資金提供されるDNSP主導のプロジェクトに限定される：

⚫ 一方で、配電事業者であるDNSPによる蓄電システム所有・リースについては、一定条件を満たせば認められて

おり、現状の条件の基準は十分厳格に設定されていると考えられていることから規制を見直さないこととなっ

ている。

※1

3.1項：Legal separation （法的分離）

4.2.1項：Physical separation / co-location （物理的分離/併設）

4.2.2項：Staff sharing （従業員の兼務）

※2

クラス免除の範囲は、豪州政府のCommunity Batteries for Household Solar Program (Business Grants Hub または ARENA 
によって管理) に基づいて蓄電設備資産が資金提供されている DNSP主導のプロジェクトに限定される。免除の範囲は以下の通り。

a) 資産がDNSPのRegulatory Asset Base (RAB, 規制資産ベース)※3 から完全に除外されている。

または

b) DNSPのRABに割り当てられるのは、投資決定時点で予測した総利益のうちの直接制御サービスに関連するものを反映する資産の総コスト
の一部のみである。

※3

Regulatory Asset Base (RAB) は、サービスプロバイダーがそのネットワークに対して行った投資の価値の集積である。  さまざまな耐用年数の
資産が含まれる。これらの資産のほとんどは減価償却されるが、少数（地役権や土地など）は減価償却されない。
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1. 日本における系統混雑解消に向けた蓄電システムの活用の前提整理

2. 混雑緩和価値の取引制度の調査

3. 混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資 

4. 混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）

5. 混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法

6. 送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

7. 混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

8. 蓄電システムによる混雑緩和効果の評価事例

III. 定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に

関する海外事例調査
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⚫ 英国における系統用蓄電システムの年間収入・年間費用を想定し、収益を算出すると、混雑緩和サービスへの参

加がない場合は年間約99,000£/MW（約1,800万円/MW）、混雑緩和サービス（Constraint 

Management Pathfinder ※）への参加がある場合は年間111,000£/MW（約2,000万円/MW）とな

り、混雑緩和サービスに参加をすることで収益を高めることができる。

混雑管理用の系統用蓄電システムの収益

系統用蓄電システムの年間収益（1MW・2時間率・Flooring契約なしの場合）

収
入

費
用

※ 第2回入札（２０２４/2025年対象）以降は事実上蓄電システムの参加は不可能

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  7.混雑緩和用蓄電システムの収益性事例
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⚫ FFR（マンスリー）、DCの調達量および価格の傾向を以下に示す。

⚫ FFR（マンスリー）の価格上昇およびDCの調達量増加が、足下の蓄電システムのマーチャント収入に寄与して

いる。

系統用蓄電システムのマーチャント収入（2/2）

足下における調達量および価格推移の傾向  -FFR（マンスリー）/DC-

出所） National Grid ESO, “power responsive Annual Report 2022”, 閲覧日2023年10月30日, https://www.nationalgrideso.com/document/282066/download 
National Grid ESO, “power responsive Annual Report 2020”, 閲覧日2023年10月30日, https://www.nationalgrideso.com/document/217826/download 
JETRO, “ガス価格高騰、どうなる英国のエネルギー政策”, 閲覧日2023年10月30日 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2021/5087174df5ecd01d.html より三菱総研作成

調達量 価格 需給環境

FFR
（マンスリー）

2021年に調達量は減少
したが、2022年は2020
年の水準に回復

価格は上昇傾向

2021年の英国におけるガス価格高騰により、ガス火
力の稼働率、FFR供給量低下
ガス価格高騰の要因は以下の通り
• 新型コロナウイルス関連の制限緩和に伴う需要喚起
• ガス備蓄減
• 新型コロナウイルス影響により、2020年の保守計

画が2021年に延期されたこと

Dynamic 
Containment

調達量は大きく増加
“pay-as-clear”方式移
行後は、ボラティリティが
大きい

再エネ拡大等による周波数調整需要の高まり

Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  7.混雑緩和用蓄電システムの収益性事例
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⚫ 2021年はFFR（マンスリー）の調達量は減少したが、2022年にかけて2020年並みの水準に回復。

⚫ 蓄電システム※１からの調達量についてはDynamic FFRが大半であり、2022年は前年比で増加している。

(参考)FFR（マンスリー）の調達量推移
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  7.混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

FFR（マンスリー）の調達量推移

出所） National Grid ESO, “power responsive Annual Report 2022”, 閲覧日2023年10月27日, https://www.nationalgrideso.com/document/282066/download 
National Grid ESO, “power responsive Annual Report 2020”, 閲覧日2023年10月27日, https://www.nationalgrideso.com/document/217826/download より三菱総研作成

※１）電源種別の調達量には、系統用蓄電システムのほか水力等も含まれる。

※２）Dynamic FFR・・・周波数の変化に応じて出力を増減。 Static FFR・・・周波数がトリガー値に達したときに出力を提供。詳細は次頁を参照。

※３）National Grid ESOによると、上記グラフ凡例の“Battery”は送電系統に接続された蓄電システムを指す。“DSF:Storage”はNational Grid ESOが直接把握できない低

圧配電系統に接続された蓄電システムを指す。
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⚫ Dynamic FFRの価格は、2020年12月には約11£/MW/hrの水準であったが、2022年12月断面では約

21£/MW/hrとなっている。Static FFRの価格についても上昇傾向。

⚫ FFR（マンスリー）の価格上昇が、蓄電システムのマーチャント収入増に寄与している。

(参考)FFR（マンスリー）の価格推移
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  7.混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

FFR（マンスリー）の価格推移

出所） National Grid ESO, “power responsive Annual Report 2022”, 閲覧日2023年10月27日, https://www.nationalgrideso.com/document/282066/download 
National Grid ESO, “power responsive Annual Report 2020”, 閲覧日2023年10月27日, https://www.nationalgrideso.com/document/217826/download より三菱総研作成

商品 区分 応動時間 継続時間

Dynamic FFR

Primary response 10秒以内 20秒間

Secondary response 30秒以内 30分間

High frequency response 10秒以内 無制限

Static FFR ー 周波数がトリガー値に到達後30秒以内 30分間

Dynamic FFR

Static FFR

２０２０ ２０２1 ２０２2

《参考】 FFR（ウィークリー）の技術要件

⚫ Dynamic Low / High
・応動時間・・・1秒以内
・継続時間・・・30分

⚫ Low Frequency Static
・応動時間・・・1秒以内
・継続時間・・・30分
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⚫ FFRは入札タイミングによってFFR（マンスリー）とFFR（ウィークリー）に分けられている。

⚫ Dynamic Containmentは、2021年11月よりDCL、DCHにサービスが区分された。

(参考)FFRおよびDCの要件
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  7.混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

FFR・DCの要件

出所） National Grid ESO, “power responsive Annual Report 2022”, 閲覧日2023年10月27日, https://www.nationalgrideso.com/document/282066/download 
National Grid ESO, “power responsive Annual Report 2020”, 閲覧日2023年10月27日, https://www.nationalgrideso.com/document/217826/download
National Grid ESO, “Balancing the electricity system with demand side flexibility and storage”, 閲覧日2023年11月9日, https://www2.nationalgrideso.com/document/217831/download
ESP Consulting, “Frequency Response Auction Trial Evaluation Report”, 閲覧日2023年11月9日, https://www.nationalgrideso.com/document/176721/download より三菱総研作成

FFR（ウィークリー）は、2020年10月からのDynamic Containment開始および、2025年に向けたFFRフェーズアウトに向

けての試験的導入といった建付けであり、2019年12月から運用されている（上限100MW）。

商品 分類 入札方式 入札 / 結果開示 契約期間

FFR（マンスリー）
Dynamic

pay-as-bid
• 入札： 毎月第1営業日

• 開示： 毎月第12営業日
翌１カ月

Static

FFR（ウィークリー）
Dynamic

pay-as-clear
• 入札： 毎週木曜AM～金曜AM

翌１週間
Static • 開示： 毎週金曜PM

Dynamic 
Containment

従来DC
（～2021年10月）

pay-as-bid 毎日 翌日

DCH / DCL
（2021年11月～）

pay-as-clear 毎日
翌日

（4時間ブロックごと）
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⚫ 系統用蓄電システムの固定収入の一つは容量市場からの収入である。

⚫ 容量市場は4年前（T-4）と1年前（T-1）の入札で調達され、通常は15,000～20,000￡/MW/年。2022年

のT-1は75,000k￡/MW/年と高値であった。

⚫ 蓄電システムは、他の市場参加と同時に容量市場に参加することができるが、そのcapacity factorはDe-

Ratingが行われる。

⚫ 2時間率の蓄電システムのDe-Rating係数（約40%）と一般的な容量市場価格（15,000～

20,000￡/MW/年）を基に計算すると、蓄電システムは通常8,000￡/MW/年程度の収入を得ている。

系統用蓄電システムの固定収入（1/2）
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  7.混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

容量市場収入想定

• 蓄電システムは容量市場におけるイベント（需給ひっ迫時）にお

いて、蓄えている分しかディスパッチできない

• 2時間の電池は容量市場支払額の39％に減額され、3.5時間

以上の電池（バナジウムフローなど）は支払額の62％に減額さ

れる。

• 英国における蓄電設備の多くは、Durationが1～2時間程度

のものである。De-Rating係数（40%）と一般的な容量市場

価格（15,000～20,000￡/MW/年）を基に、蓄電システムは

通常8,000￡/MW/年弱の収入を得ている。

• 15年間の契約を通じて、この容量市場支払いは収益に貢献す

るが、実際には平均的な蓄電システムのビジネスケースにわず

かな増加をもたらすのみであり、より重要なのは、卸売取引

（アービトラージ）とアンシラリーサービスの収益である。

出所）Invinity Energy Systems, “What the 2022 T-1 Capacity Market Auction Tells Us About Wholesale Market Prices for Energy Storage”, 閲覧日2023年11月6日, https://invinity.com/capacity-market-
auction-energy-storage// より三菱総研加筆

蓄電システムの時間帯別De-Ratingファクター
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⚫ Optimizerは、Route-to-marketプロバイダー、アグリゲーター、オペレーター、トレーディング・パート

ナーと様々な略称で呼ばれている。これらは蓄電システム所有者に以下のようなサービスを提供している。

➢ 市場へのアクセス：サイトがBESSの様々な収益源に参加できるようにする。

➢ サイトの運営：収益を最大化するための戦略を立案し、実施する。これには、市場の選択、取引、ディスパッチ、劣化管理などが

含まれる。

➢ 財務報告：サイトのパフォーマンスと収益を報告する。

⚫ 英国において導入されている蓄電システムの70％は、Optimiserのような第三者が最適化を担っている。

（参考）英国のOptimizer
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  7.混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

蓄電システムの最適化方法

出所） modo, “Choosing an optimiser, Part One: introduction to optimisers”, 閲覧日2023年10月20日, https://modoenergy.com/research/2568 より三菱総研加筆

最適化方法 概要
どんな事業者に
適しているか

最適化不要

全てのBESSが最適化
を必要とするわけでは
ない。既存の商業的取り
決めに拘束されている
場合は不要である。

Enhanced 
Frequency 
Response（EFR）など、
独占的な長期契約を結
んでいるサイトを所有し
ている事業者

自社で最適化

BESS所有者は、そのサ
イトのOptimiserとし
ても機能し、その市場活
動に対して単独で責任
を負う。

既に取引機能を持ち、そ
れを拡張することがで
きる事業者

第三者による最適化

BESS所有者は、サイト
の市場活動に責任を持
つ第三者にサイトの最適
化を委託する。

自社にトレーディング機
能を持たない（持ちたく
ない）事業者

最適化不要
（EFR）

自社で最適化

第三者による
最適化

蓄電システムの最適化方法の割合
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⚫ B6連系線での2024/25年の調達結果から、Constraint Management Pathfinder※1の収入を

約23,000£/MW/年と想定した。

（参考）Constraint Management Pathfinderの収入
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  7.混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

Constraint Management Pathfinderの年間収入想定

出所） National Grid ESO, “RE: Results of B6 Constraint Management Pathfinder (2024/25)”, 閲覧日2023年10月20日, https://www.nationalgrideso.com/document/272021/download より三菱総研加筆

• サービスコストは以下の式で計算される。
Service cost (￡/MWh)=
Arming fee(￡/MWh) 
+ Tripping fee(￡/trip) / (TEC(MW)×1500×25)

Arming fee：待機費用
Tripping fee：解列費用
TEC：調達量

• NGESOは1年あたり1,500hのarmingを予定してい
る。

• B6連系線での2024/25年の調達結果のうち、
Successfulとなっている契約について、上記の式で
サービスコストを算出し、平均すると
約23,000£/MW/年となる。

B6連系線での2024/25年の調達結果

※1 第2回入札（２０２４/2025年対象）以降は事実上蓄電システムの参加は不可能
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⚫ 系統用蓄電システムの導入費用は欧州における費用を参照して約470£/kWh、年間O&M費用は対導入費用

の0.3%と想定し、年間にかかる費用は耐用年数あたりで平均化されるとすると、年間約65,000£/MW（約

1,183万円/MW ※1）の費用がかかる。

系統用蓄電システムの費用
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  7.混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

項目 想定 備考

耐用年数 15年
一般的な蓄電シス
テムのスペック
より

蓄
電
シ
ス
テ
ム
コ
ス
ト

導入費用
540EUR/kWh
約470£/kWh
（1EUR=0.87£）

各種レポートより

O&M費用
0.3％/年
（対導入費用）

大型蓄電システム
実証事業等の事例
より

総コスト
(MWあたり
年間コスト)

65,487£/MW/年

蓄電システム導入
費用×時間率/耐
用年数に、蓄電シ
ステムO&M費用
を加算

系統用蓄電システムの年間費用（1MW・2時間率の場合）

欧州の蓄電システム導入費用

出所）三菱総合研究所, “定置用蓄電システムの普及拡大策の検討に向けた調査”, 閲覧日2023年10月20日, 
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000050.pdf

※1  1￡＝約182円換算
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⚫ 前頁までに想定した系統用蓄電システムの年間収入・年間費用から収益を算出すると、混雑緩和サービスへの

参加がない場合は年間約99,000£/MW（約1,800万円/MW）、混雑緩和サービス（Constraint 

Management Pathfinder※1）への参加がある場合は年間111,000£/MW（約2,000万円/MW※2）と

なる。

系統用蓄電システムの収益
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  7.混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

系統用蓄電システムの年間収益（1MW・2時間率・Flooring契約なしの場合）

収
入

費
用

※1 第2回入札（２０２４/2025年対
象）以降は事実上蓄電システムの参
加は不可能

※2 1￡＝約182円換算
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1. 日本における系統混雑解消に向けた蓄電システムの活用の前提整理

2. 混雑緩和価値の取引制度の調査

3. 混雑緩和価値提供に関わる対価提供の方法やその原資 

4. 混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）

5. 混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法

6. 送電事業者による蓄電システム所有に関する規定

7. 混雑緩和用蓄電システムの収益性事例

8. 蓄電システムによる混雑緩和効果の評価事例

III. 定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に

関する海外事例調査
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⚫ National Grid ESOは、前掲の“five point plan”の中で、蓄電システムの系統混雑緩和効果をシミュ

レーションしている。

⚫ 蓄電システムの系統混雑緩和効果のモデル化により、実質的な系統空き容量の管理が可能となる。その結果、系

統への接続可能容量の増加および、系統接続に要する待機時間の短縮が期待されている。

⚫ なお、分析のアプローチには経済性分析および各市場への参加要件など、蓄電システムの運用実態を踏まえた

観点についても含まれている。

蓄電システムの運用モデル分析と取扱い(1/7) －英国－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  8.蓄電システムによる混雑緩和効果の評価事例

出所） National Grid ESO, “Storage for Constraint Management”, 閲覧日2023年９月４日, https://www.nationalgrideso.com/document/247586/download ,
National Grid ESO, “Accelerating Energy Storage Connections policy update”, 閲覧日2023年９月４日, https://www.nationalgrideso.com/document/281171/download より三菱総研作成

Step 各Stepにおけるアプローチの概要

１．蓄電システム評価
• 5つの蓄電システムの運用機能定義とモデリング

• 各蓄電システムのMW/MWhあたりのコスト定義

２．電力系統モデリング
• 英国電力系統システムのモデル設定と蓄電システム接続適地の特定

• 各蓄電システムモデルを活用することによる系統混雑削減シミュレーション

３．経済モデル分析
• Step1およびStep２での結果を用いた蓄電システムの標準コスト分析

• 蓄電システムの稼働率分析

４．ユースケース評価と
前提条件の整理

• 既存市場への蓄電システムの参加要件検討

• 蓄電システムのユースケース評価と関連条件等の特定

注） 本調査・分析はNational Grid ESOとDNVにて進められた。DNVは1864年に設立されたノルウェー・オスロに本部を置く独立財団。エネルギー分野における調査および技術コンサ
ルティング等のサービスを提供しており、日本では兵庫県神戸市（三宮）に本部を構えている。



Copyright © Mitsubishi Research Institute 167

Ｓｔｅｐ１：蓄電システムの評価

⚫ Step1では、5つの蓄電技術の運用機能およびコスト等が分析されている。

⚫ 分析対象の5つの技術については、運用面での類似性およびコスト構造から3つにモデリングされ、次Step以

降の評価・分析に用いられている。

蓄電システムの運用モデル分析と取扱い(2/7) －英国－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  8.蓄電システムによる混雑緩和効果の評価事例

モデル 蓄電技術※１ 概要※２

モデル１

液体空気エネルギー貯蔵

規模 最大500MWｈ

充電時間 / 放電時間 6～12時間 / 6～24時間

寿命 11,000サイクル / 30年

CAPEX 300～350£/kwh

フロー電池

規模 50MWｈ以上

充電時間 / 放電時間 4～8時間 / 6～13時間

寿命 20,000サイクル / 20年以上

CAPEX 300～350£/kwh

モデル２ 水素

規模 1GWｈ以上

充電時間 / 放電時間 タンク容量等による

寿命 ー / 20年

CAPEX ３～７£/kWh （水素タンクに係るコスト）

モデル３

リチウムイオンバッテリー

規模 1～1.5GWh

充電時間 / 放電時間 最大4～6時間 / 4～6時間

寿命 7,000サイクル / 8～15年

CAPEX 190～240£/kWh

重力エネルギー貯蔵

規模 ー （パイロットプロジェクトのため不明）

充電時間 / 放電時間 最大８～１０時間 / 最大１０～１２時間

寿命 10,000サイクル / 30～40年

CAPEX 214～259£/kWh

※１） 揚水式水力、圧縮空気エネルギー貯蔵、熱エネルギー貯蔵については、技術の成熟性、開発に係るリードタイム等の観点より本分析の対象外とされている。
※２） その他、容量劣化率およびOPEX等についても評価がされている。

出所） National Grid ESO, “Storage for Constraint Management”, 閲覧日2023年９月４日, https://www.nationalgrideso.com/document/247586/download より三菱総研作成
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Ｓｔｅｐ４：ユースケース評価

⚫ Step４では、英国における市場・サービスに対する各蓄電技術の可用性がマッピングされ、各市場・サービスの

価格および調達量実績を基に、各蓄電システムの収益ポテンシャルについても分析がされている。

⚫ 蓄電システムにとって収益的魅力が大きい市場・サービスとして、“周波数応答”、“容量市場”、“卸市場”が挙げ

られている。

蓄電システムの運用モデル分析と取扱い(7/7) －英国－
Ⅲ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査と課題の整理  8.蓄電システムによる混雑緩和効果の評価事例

市場・商品に対する蓄電技術の可用性（一部抜粋）

出所） National Grid ESO, “Storage for Constraint Management”, 閲覧日2023年９月４日, https://www.nationalgrideso.com/document/247586/download より三菱総研加筆

カラーコード 概要

現在利用可能なサービス。将来的に廃止の可能性あり

利用できないサービス

稼働中のサービス

開発中のサービス

各蓄電システムの収益ポテンシャル

“STOR”は火力発電が市場の大半を占めており、蓄電システムの参入余地が小さ
いこと、”Demand Turn Up”は市場規模が小さいことからReserveサービス
での収益機会は限定的とされた。
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IV. 順潮流側混雑に起因する蓄電システムに対する

充電抑制についての海外事例調査
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⚫ オランダは経済成長、住宅需要の増加、モビリティの電動化により電力需要が増加している。また、世界最大級のインターネット

ハブAMS-IXを有すること、立地的なメリットが大きいことからデータセンター設置が急成長しており、アムステルダムには、オ

ランダのデータセンターの７割、欧州全体のデータセンターの３分の１が集まっている。

⚫ そのため、特に配電系統（５０kV以下）において需要起因の混雑で系統接続できない場所が多発している。

➢ 再エネの増加により、発電起因の混雑も同様に発生している。

利用可能な容量が限られている

混雑管理の適用可能性調査結果が出るまで利用可能な容量なし

混雑管理の適用により、利用可能な容量が非常に限られている

混雑管理の適用限界に達しており、利用可能な容量なし

110kV・150kV送電線における空き容量マップ

利用可能

利用可能な容量が限られている

混雑管理エリア

混雑状況調査中

混雑の発生状況 －オランダ－
Ⅳ.順潮流側問題に起因する蓄電システムに対する充電抑制についての海外事例調査

3相×80A※を超える配電系統（50kV以下）接続に対する
空き容量マップ※230Vで換算すると約50kW

出所） Tennet, “Netcapaciteitskaart”, 閲覧日2023年8月21日, https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/congestiemanagement/netcapaciteitskaart
NetbeheerNederiand, “Capaciteitskaart elektriciteitsnet”, 閲覧日2023年6月30日, https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ より三菱総研加筆
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V. 定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に

関する海外事業者ヒアリング

1. 英国 National Grid ESO

2. ドイツ TransnetBW

3. 豪州 Eku Energy

4. 豪州 ElectraNet
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⚫ 英国の系統運用者であるNational Grid ESOへヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

英国National Grid ESO ヒアリング結果（1/4）

CMPへの
蓄電システムの参加状況

• 第１回入札においては蓄電システムも落札したが、第２回入札では技術要件が厳しくなった（最低８時間のarming：出力を継続
しての待機が要件）ため、蓄電システムの参加が実質的に不可能となった。

CMPの契約形態
• CMPの契約は1年単位であるが、大多数の事業者が第２回入札に参加した。

• 今後の契約形態（単年契約/長期契約）については、毎年の調査（study）で公表される将来の混雑要件に基づき決定する。

CMPと他の市場との
並行参加

• 容量市場・バランシングメカニズムについては参加可能である。

• ResponseおよびReserveサービスについては参加可能であるが、これらのサービス提供時にはCMPに関してarmingが
できないという意思を示す必要がある。

CMPの歴史・今後

• 2008年ごろに開始したOTS(Operational Tripping Scheme)を改良し、混雑緩和に適用するためにCMPとして再実
装した。

• CMPは今後も拡大する予定であり、現在はE5境界で入札の調整を行っている。

• EC5境界では南北の送電系統が制約を受けている。

• EC5境界付近には洋上風力が多数設置されており、NGESOはこれらが参加すると想定している。

• 他エリアへの適用については年次調査の結果を踏まえて検討する。

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング
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⚫ 英国の系統運用者であるNational Grid ESOへヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

英国National Grid ESO ヒアリング結果（2/4）

CMPの運用

• 第２回入札では、技術要件として最低8時間のarming(出力を維持しての待機)が追加された。

• 調査により混雑の発生から解消までおよそ8時間がかかることが判明したため。

• 蓄電システムはこの条件を満たすことができないため、蓄電システムのCMPへの参加は事実上不可能になった。

• NGESOとしては、蓄電システムより長期間継続して発電できる風力の方が価値が高いと認識している。

• NGESOはarmingによってバランシングコストの削減を狙っている。

• 英国では、混雑緩和を目的として発電機の出力を抑制する場合には、抑制に対する補償と、需給バランスをとるために
炊き増したガス火力への追加費用を二重で負担しなければならず、これが大きなコストとなっていた。

• 火力の炊き増しは、脱炭素へ歩みを進める英国にとってできる限り避けたい事態でもある。

• armingによって事故時に解列される発電機をあらかじめ定めておくことで、予防的な出力抑制を避けることができ、
また事故時に解列することでバランシングコストを下げることができる。

• CMPはバランシングメカニズムよりコストが安い。

• CMPによって削減できる容量は決まっているため、それ以上の容量が必要な場合にはバランシング・メカニズムを発
動させる。

• 蓄電システムも含め、trippingされると瞬時に系統から解列される。

• 蓄電システムに充電の指示を出すよりも解列の方が短時間で可能であるため、事故時に充電を指示するドイツや豪州
とは異なり、英国では解列をする。

• 解列にあたっては、変動率の小さい電源、また大きな容量の電源を優先する。

• 刻々と変化する発電量を積み上げ量を確保するためにarmingは手動で行われるが、trippingは自動で行われる。

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング
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⚫ 英国の系統運用者であるNational Grid ESOへヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

英国National Grid ESO ヒアリング結果（3/4）

蓄電システムの
系統への接続状況

• 英国においても、系統容量を超える蓄電システムの接続申請が発生している。ただし、投機的な申請もあり確度の高い申請を
見極める必要がある。できる限り障壁のない状態で、多くの接続申請を受けたいと考えている。

• 発電側・需要側いずれにおいても接続申請はあるが、発電側の方が数は多い。

蓄電システムの
ノンファーム接続

• ノンファーム接続された蓄電システムに対しては、抑制の補償は行われない。

• ノンファーム検討が順潮流/逆潮流いずれに起因するのかは不明。

• 蓄電システムの充電抑制については、現時点では想定していないが100%ないとは言い切れない。ただし、需要家起因の混雑
は需要家側再エネの増加で減少しており、またEV需要の伸びも少ないため、そのような事態は考えにくい。

蓄電システムの
混雑管理に関する
シミュレーション

• five point plan の中で蓄電システムの適地を検討するシミュレーションを行ったが、高コストのため蓄電システムは系統抑
制の管理に貢献できないことが分かった。以降進展はない。

• 現状蓄電システムは収益の大半をResponseサービスから得ている。既に蓄電システム容量がResponseの調達量を超え始
めており、今後蓄電システムの接続量が順調に伸びればResponseの価格は下がりBalancing Mechanismとの収益差は
縮小すると想定される。

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング



Copyright © Mitsubishi Research Institute 182

⚫ 英国の系統運用者であるNational Grid ESOへヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

英国National Grid ESO ヒアリング結果（4/4）

蓄電システムの
立地誘導手法

• 蓄電システムに特化した手法はないが、再エネの立地誘導のために実施・検討している手法は以下の通り。

• 空き容量マップ（Pre-Application）の公開：実施済み

• ゾーン別TNUoSの導入：実施済み

• ヒートマップの公開：2024年2月発表予定

• ノーダル制の導入：検討中

• NGESOは可能な限り多くの情報を公開するように努めるが、商業的に機密性の高いデータは関係者の同意がない限り公開し
ない。

• データの利用者は幅広く想定している。

• あらゆる規模・技術タイプの市場参加者

• 市場アナリスト

• 投資家

• 投資家向けサービスを提供するコンサルタント

• 学者など

• 大規模なデータはAPI経由で、NGESOの出版物に関連するデータはExcelで公開される可能性が高い。

• NGESOはOfgemや業界団体からESOの透明性を高めることを求められており、RIIO-Ⅱの下で定められたBusiness 
PlanにおいてもESOによる情報公開の促進が明記されている（情報公開が託送料金制度上でインセンティブになる）。

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング
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⚫ ドイツのTSOであるTransnetBWへヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

ドイツTransnetBW ヒアリング結果（1/3）

ドイツにおける
計画段階の混雑管理

• TransnetBWではコントロールセンターにおいて翌日の計画をたて、その中でGrid Boosterを活用するか否か、またその
使用量を決定している。

• 自社のデータだけでなく欧州全体のグリッドデータに基づき計画をたてており、Grid Boosterの活用についての情報は、
天候情報・再エネデータ・従来の発電所等のデータ等と並んで評価される。

Grid Boosterに
おける蓄電システムの

ふるまい

• TransnetBWが運用するGrid Boosterについては、以下の通りふるまう。

• 通常時：充電された状態で待機している。またGrid-forming機能も備えており、インバータが安定化のために機能してい
る。

• 事故時：250MWのフルパワーで最大50分間放電する。南側の発電所（通常は火力発電所）が出力を上げた段階で無効化
される。

Grid Boosterの
発動頻度

• Grid Boosterの蓄電システムを提供するFluenceの試算では、Grid Boosterの発動頻度は20～30件/年と見積もられ
ている。20年間この頻度で使用（約600サイクル）しても問題ないとの保証を得ている。

• ただし、Grid Boosterのメリットは、蓄電システムのバックアップにより通常時に利用できる送電線容量が拡大することにあ
る。そのため、活用頻度等についてはあまり重要視していない。

Grid Boosterの
将来展開

• 今回の実証は1系統で1年間のみであるが、このパイロットプロジェクトで効果が確認されれば、今後はドイツ全土の17の系統
に拡大していく予定である。

• Grid Boosterのコンセプトには、蓄電システムだけではなく、事故時の風力発電の抑制等も含まれるので、周辺のTSOのコ
ントロールセンターとの連携が非常に重要になる。

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング
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⚫ ドイツのTSOであるTransnetBWへヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

ドイツTransnetBW ヒアリング結果（2/3）

Kuperzell選定理由

• 下記の理由により、TransnetBWはKupferzellをGrid Boosterの建設地として決定した。

• 混雑が多発している：TransnetBWの管轄エリア内の最北端に位置し、TenneTから引き込まれる380kV送電線がボト
ルネックになっていた。

• 380kV系統である：再給電の回避を目的としてTSOがGrid Boosterを建設するのであれば、TSOの管理する系統
(220kV以上)に接続する必要がある。より南部のStuttgartは400V配電系統であるため、TransnetBWが蓄電システ
ムを建設することは難しい。

• 変電所がある：380kV系統に蓄電システムを接続する場合、蓄電システムまで380kV線を敷設する必要がある。ドイツで
は新たな380kV線の敷設にあたっては追加の許認可が求められるため、設置までに時間がかかってしまう。そこで建設場
所の選定にあたっては、まず有望な変電所から特定された。

Grid Boosterによる
N-2事故への対応

• ドイツは隣国を含め多数のエリアとメッシュ系統で接続されているため、系統が完全に遮断される状況は考えづらい。

• 技術的にはGrid Boosterを用いてN-2事故に対応することも可能と考えられるが、広範なエリアで発生したN-2事故に対し
て、250MWで1時間放電を行うGrid Boosterで対応することは現実的ではなく、用途として想定されていない。

• ドイツは日本と異なり、隣国含めて他エリアとメッシュ系統で繋がっているため、仮にN-2事故が起きた場合には、オーストリ
ア・スイスなどで契約している水力発電所に救済を求める。蓄電システム以外のエネルギーリソースを活用した方が経済的で効
率的である。

ドイツ以外での
N-2事故への対応

• スペイン本土とカナリー諸島を結ぶ連系線が２回線のみで接続されており、蓄電システムの活用を検討しているとの情報を
Fluenceから得ている。ただし、アイデア段階なのか、計画段階なのか、運用段階なのかは不明である。

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング
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⚫ ドイツのTSOであるTransnetBWへヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

ドイツTransnetBW ヒアリング結果（3/3）

Grid Boosterの
入札について

• TranensetBWでは技術的入札とファイナンスリース入札を連続して行った。

• 技術的入札：TransnetBWが系統連系を含めすべてのシステムを設計する入札。40社と対話、25社が入札資料の送付を
希望、7社が最初の価格入札に参加、2社が最終的なオファーを提出し、Fluence Energyがプロジェクト責任者として落
札した。

• ファイナンスリース入札：BESSシステムを提供する入札。入札は１社もなかった。TSOが所有する場合の費用、すなわち
CAPEXに対する固定利率がベンチマークとして設定され、またユースケースも限定されることから、市場や投資家にとって
魅力がなかったと考えられる。

Grid Boosterへの
第三者の

参加について

• 下記の理由により、今すぐに第三者がGrid Boosterに参加・共有するのは難しい。

• 規制当局と連邦経済・気候保護省が、第三者が参加するための仕組みを定めていない。

例)TSOが規制当局から資金を得て建設したGrid Boosterにより、共有する第三者が利益を得た場合に、どのよう
に消費者に還元するか。

• Grid Boosterは非常に新しいアセットであるため、まずはTSOで実証を主導し、システムとして機能を確認してから市場
の参加を認めるとの方針で、規制当局とTSOが一致しているため。

• ただし、規制当局として仕組みづくりの検討がなされている段階にあると思うので、将来的には第三者との共有あるいはアウ
トソーシングに動いていくと考えられる。

周波数等の制約に対す
る蓄電システムの活用

• 動的無効電力や、非周波数帯アンシラリーサービス（non-frequency bound ancillary service）の提供を求める入札を、
2025年にかけて実施する予定である。この入札は技術を指定しないため、蓄電システムの参加が可能である。

ドイツの
蓄電システム事情

• ドイツでは配電系統に接続された5～20MWの小型の蓄電システムが多数であり、高圧に接続された蓄電システムは少数であ
る。

• ドイツでは蓄電システムが発電と需要の両方の扱いを受け、両方に課される費用を負担しなければならないため、蓄電システム
を導入する魅力があまりない。それゆえ蓄電システムにより系統が混雑する事象は発生していない。

• ドイツでは蓄電事業者から接続申し込みがあれば、全容量の接続のみを認めており、ノンファーム接続は認められていない。

• 現在蓄電システムの扱いについて法律改定の議論が始まっており、実際に改定されれば蓄電システムの大量導入が進む可能性
がある。南北の需要と供給の偏りの解消や、周囲の国との潮流の調整において、蓄電システムは大きな役割を果たすと考えて
いる。

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング
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⚫ 豪州で蓄電システム事業を展開するEku Energyへのヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

豪州Eku Energy※ ヒアリング結果（1/3）

豪州における
混雑管理

• 豪州はプール制であり、平常時の混雑管理は市場におけるディスパッチにおいて系統制約を考慮することによって解消してい
る。

• SIPSは、事故時の混雑による熱容量制約や単独系統化のリスクを軽減するための対策スキームのことで、系統用蓄電システム
がこのサービスを提供することも可能である。

SIPS蓄電システムに
よって

もたらされるメリット

• 系統用蓄電システムは、高速調整力, 慣性力の提供, 系統強靭性を提供することができ、電力系統の柔軟性を増すことができる。 
また、それにより再生可能エネルギーの連系増加にも資することができる。広い意味での便益は以下の通りである。

• 連系線の容量を増加させることにより、地域間の電力取引を増加させる。

• 再生可能エネルギーの出力抑制を最小化する。

• 顧客の負荷を遮断するような保護システムを代替する。

• 系統の再生可能エネルギー接続可能量を増加させる。

SIPS蓄電システムの
市場参加

• SIPSの契約で合意された特定の時間および期間において、契約上で取り決めた電力量を充放電できるように待機しなければ
ならない。もしSIPSの発動が求められたときに応動ができなかった場合はペナルティが課される。例えば、Hornsdaleの蓄
電システムであれば、契約期間10年の間は常にSIPS提供のために70MW/10MWhは常に充電されており、残りの 30 
MW/119 MWh は充放電を繰り返している。SIPS分は常に充電を保つように蓄電システムを制御するソフトウェアの制約条
件として組み込んでいる。

• 蓄電システムがSIPSのために待機していない場合、卸電力市場やバランシング市場に参加し取引することが可能である。

SIPS蓄電システムの
事故時の制御ロジック

• この動作信号は複数手法をとることができ、それはAEMOからではなくTNSPから発信される。例えばElectraNetは複数の
事故検出装置を検討した上で、最も効率的で信頼性が高い方法が実装される。以下がその例である。 

• 回路構成（遮断器と電力潮流の状況）から検出

• 有効電力潮流が急速にゼロに変化することを測定することにより、回路の開放を検出

• 複数地域間の同期位相角の差を検出

• 上記の組み合わせによるもの

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング
※Eku Energyはグローバル展開しているが、
豪州で実施している蓄電池事業についてヒアリ
ングを実施した。
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⚫ 豪州で蓄電システム事業を展開するEku Energyへのヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

豪州Eku Energy※ ヒアリング結果（2/3)

SIPS蓄電システムの
時間容量

• HornsdaleとVictorian Big Batteryの蓄電システムは時間容量が短い。連系線事故時に需給バランスをサポートするた
め非常に高速な周波数応答が必要なことから時間容量が短くなっている。一方でWaratahは２時間容量と比較的長いが、N-
１時、送電系統の過負荷が大きいので、このような値となっている。SIPSによって解決したい問題に応じて時間容量を設定し
ている。

• また、初期のプロジェクトでは保守的であった豪州の系統運用者が、経験を積んで蓄電システムを使ったソリューションに自信
を持ち始めており、そのために長時間の蓄電システム活用を行い始めたということも大きい。

SIPS蓄電システムの
時間に関する契約形態

• 以下の3つが時間に関する契約形態として挙げられる。どの契約形態にするかは、系統ニーズに依存する。

• 常時提供: もし系統上対処しなければならないリスクが常時存在しているのであれば、契約において常時SIPSへ提供され
るよう定義される。

• 電力系統の状況に応じて提供: もし、特定の系統状況においてのみリスクが存在する場合 (例えば Victoria Big 
Battery SIPS は夏季の熱制約による容量低下のみに対して適用される) 。

• 発電構成に応じて提供: 特定の発電構成になった場合にリスクが存在する場合（例えば、太陽光が大量に発電する昼間にリ
スクが存在するのであれば、その時間のみに制約を限定する。）。

• ただし、３つ目の「発電構成に応じて提供」のケースはまだ運用例はない。太陽光は日によって変動が大きいため、SIPSのよう
な中期もしくは長期的な契約に組み込むことは不向きと思われる。将来的にSIPSの評価に組み込まれる可能性はある。

SIPS蓄電システムの
収益

• SIPSは基本的に長期で固定収入となるためリターンは低めである。一方で、長期固定収入のためプロジェクトファイナンスを
組むことが出来る。そのため、他の市場に参加することでアップサイドを取れる位の収入も得ることができ、プロジェクトファイ
ナンス分もある程度確保できるとすると、SIPSの長期固定収入と市場からの収入をミックスすれば結果的に収益性が成り立
つので投資を決定したのだと思われる。

SIPSへの
対価の決定方法

• 入札は行っておらず、交渉によって契約内容を決めている。CAPEXやOPEXを加味しているとは思うが、サービス内容が特殊
なため、基本的にはTNSPと蓄電システム事業者間での交渉で、最低コストでサービス提供出来るレベルを決定していると考え
られる。この交渉で一番重要な点は、サービス提供コストを抑えるために、電力市場やバランシング市場に参加することで、い
かに補完的な収入を得るかである。価格の透明性を担保しつつも、系統運用者が許容できる範囲でマージンを乗せていると考
えられる。

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング
※Eku Energyはグローバル展開しているが、
豪州で実施している蓄電池事業についてヒアリ
ングを実施した。
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⚫ 豪州で蓄電システム事業を展開するEku Energyへのヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

豪州Eku Energy※ ヒアリング結果（3/3）

SIPSへの
対価の原資

• サービス提供に対する報酬については、TNSPから支払われ、TNSPは託送料金を通して需要家からその費用を回収している。

• いくつかのSIPSは州政府からの部分的な資金提供を受けている (例： Hornsdale Power Reserve) 。

SIPS蓄電システムの
設置場所

• Victorian Big Batteryについて、負荷側に蓄電システムを設置しているのは、送電線で事故があって送電が止まったとして
も、蓄電システムから放電をすれば負荷側の電力を賄うことができる。この事例のように、SIPSの蓄電システムが送電線の片
側にしかない場合、発電側は出力抑制で対応することができる。

• 蓄電システムが送電線の両側にある場合、発電側の蓄電システムを活用して充電による出力抑制回避や、大量に発電が喪失し
た際の電圧問題の解決に活用することができる。

SIPS蓄電システムの
信頼性検証

• 設置前、系統運用者は蓄電システムによる系統保護が系統の制約に対して実行可能な解決策であることを確認するため、系統
調査を実施する。具体的な問題に応じて、安定性評価、熱解析、送電線の熱過負荷に関する調査を実施する。また、負荷流動解
析も実施されると考えられる。

• 設置後については、豪州再生可能エネルギー庁が系統用蓄電システムによる系統保護の実施に対する分析結果を公表している。

N-2事故時の
蓄電システムによる対応

• 豪州ではN-2事故の際に発生する周波数安定性や慣性力・系統安定性の問題について、SIPSの蓄電システムで対応している。
Hornsdale Power Reserve では、完全に連系線が脱落した場合においても、周波数の安定性や慣性力・系統安定性を提
供することができる。

系統対策用途の
蓄電システムの所有

• 混雑緩和のような系統側のニーズに対応する蓄電システムを供給するのは、第三者が最適であると考えている。送電、配電、発
電をアンバンドリングすることで、競争が激化し、コストを下げることができる。

蓄電システムの
立地誘導手法

• 豪州では以下のような情報公開がされている。いずれも、透明性のある情報を提供することにより、投資シグナルを与えている。

➢ 統合システム計画（Integrated System Plan）：2年毎に公表される系統全体のロードマップにおいて、蓄電システムの
必要性の予測を示している。

➢ 送電アクセス計画報告書:系統接続に関する情報を公開している。

➢ RIT-T:費用便益を実施した上で、系統設備増強によらない対策（蓄電システム含む）を調達している。

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング
※Eku Energyはグローバル展開しているが、
豪州で実施している蓄電池事業についてヒアリ
ングを実施した。



Copyright © Mitsubishi Research Institute 189

⚫ 豪州のTSOであるElectraNetへヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

豪州ElectraNet ヒアリング結果（1/2）

蓄電システム設置に伴う
系統混雑発生状況

• 現時点では蓄電システムの充放電に伴う系統混雑は発生していない。

• 将来的に蓄電システムの導入容量が増加した状況下で州をまたぐような不測の事態が発生した場合、蓄電システムの応答によ
り連系線が過負荷になる可能性はある。

RIT-Tによる
混雑緩和対策の
オプション選択

• RIT-Tのプロセスは2年程度の時間を要するために、RIT-Tで蓄電システムを活用するオプションが選択された例はない。

• FFRに関してはRIT-Tのプロセスを経ずに契約ができるため、ElectraNetも現在４つの蓄電システムをFFRの契約を結ん
でいる。

ESCRI-SAの
提供サービス

• ESCRI-SAが提供するサービスは以下の通り。

1. Special Protection Scheme （SPS）

2. 慣性応答

3. 周波数ドループ応答（1時周波数制御またはContingency FCAS）

4. 南オーストラリア州単独系統条件下のFFR

5. Frequency recovery mode response (FRM応答）

6. Regulationサービス（アンシラリーサービス）

7. エネルギーディスパッチ

• FFRについてElectraNetが現在契約している容量は２５０MW程度。２０２３年１０月より開始した新たなFFR市場が今後成
長すれば、現在のような特定の契約必要なくなると思われる。

•  FRM応答はSPSの拡張として使用され、系統周波数を50Hzに戻す制御を行う。今後実装予定である。

ESCRI-SA設置箇所の
選定

• コスト効果の高いエリアとして、風力の多いエリアの近傍かつ送電系統の末端にあるDalrympleを選択。

ESCRI-SAの
原資と対価

• ESCRI-SAはイノベーションプロジェクトとの位置づけであったため、ESCRI-SA蓄電システムを所有するElectraNetは
ARENAから助成金を受け、コストの40%が補填された。

• 収入の流れとしてはあと２つあり、その内の１つは合成慣性提供、FFR等のRegulatedサービスであり、これが約20%を占
めている。残りの40%はCompetitive Marketサービスによる収入である。（ElectraNetは規制事業者であるため、市場
参加はAGLに代理を依頼）

• AGLはFCAS市場で非常多くの収入を獲得し、結果、ElectraNetはARENAからの助成金を全て返済できた。

• FCAS市場に加え、エネルギー市場にもボラティリティがあるため、蓄電システムにはビジネスチャンスがあると思料。

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング
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⚫ 豪州のTSOであるElectraNetへヒアリングを実施し、以下の結果を得た。

豪州ElectraNet ヒアリング結果（2/2）

単独系統発生時のFFR
応動フロー

• 連系線トリップにより南オーストラリア系統が単独系統となった際の蓄電システム応動フローは、以下の通り。

① 合成慣性応答 （RoCoFに応じて瞬時の応答。南オーストラリア系統内では４台中２台の蓄電システムが応答可能。）

② FFR （1～2秒後の応答）

③ FCAS （６秒、５分、それ以上の各FCASサービスとしての応答）

• FFRは周波数上昇・低下どちらにも対応可能。蓄電システムの充放電による高速応答により発電機解列や負荷遮断を防止でき
ることが蓄電システムの利点である。

Heywood連系線の運
用容量

• Heywood連系線は南オーストラリア州系統とNEM系統が連系されている唯一の交流連系線である（直流も存在）。

• 10年近く前に連系線の運用容量制約はRoCoFが3Hz/sを超えないように連系線で制御することが規定され、時間的制約が
南オーストラリア州系統にかかり、十分な慣性を確保できなくなった（系統慣性4,000MWsが閾値として設定された）。

• ESCRI-SAの慣性応答・FFRにより200MWsを提供できるため、Heywood連系線の運用容量制約を少し緩和することが
可能となった。

SIPSの運用
• SIPSは広域保護スキームであるSPSの中で運用されている。

• 蓄電システム制御の優先順位としては、このSPSのSIPSが最優先に制御され、そのあとにFFR、FCASの制御が続く。

SIPSの目的

• 南オーストラリア系統におけるSIPSの最大の目的は、蓄電システムの瞬時応答により負荷のトリップを防止し、NEM系統との
系統分離を防ぐことである。

• また、発電機の故障が連続的に短時間で起きると、連系線が過負荷でトリップしてNEM系統との同期が失われる事態になる
ため、それに対する保護との意味合いもある。

➢ 南オーストラリア系統とNEM系統の間で位相差が拡大してしまった場合に、SIPSを使用して系統に有効電力注入をするこ
とで系統間の位相差を改善し、南オーストラリア系統の同期安定性を維持する。

• SIPSを適用する想定事故ケースは複数の発電機の脱落事故である（最大500MWの脱落を想定。発電機１台のみのトリップ
時は連系線にて対応することが国のルールとして規定されている）。

TNSPによる蓄電システ
ムの所有および市場参

加

• TNSPは市場から利益を得ることはできない。

• ESCRI-SAプロジェクトでは、TNSPが蓄電システムの所有権を持っていてもRegulatedサービスと市場サービスを分けら
れることを実証したかった。

• 豪州ではではElectraNetの他にもTNSPが蓄電システム所有をし、市場参加者と契約を結んで事業をしている例が恐らくい
くつかあると思うが、ルール改正によって今後蓄電システムを所有するためには、事業を分離し、TNSPとは別の第三者が運
用しないと蓄電システム事業を行えないことになった。

Ⅴ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事業者ヒアリング
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VI. 定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に

関する海外事例調査のまとめと課題の整理
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⚫ 英国や豪州では、混雑緩和価値を提供する蓄電システムが、他サービスに参加することを認めている。

➢ 英国のConstraint Management Pathfinderでは、待機指令に応じることができ、事故時に遮断・非同期化できれば、

容量市場およびバランシングサービス（Response・Reserve）に参加することが可能である。

➢ 豪州のSIPSでは、恒常的または特定の季節のみに限定して、特定の容量を事故時対応のために確保しておく必要があるが、

確保している容量以外については、他サービスへの参加が可能である。

⚫ 他サービスへの参加を許容することにより、混雑緩和価値を提供するためのコストを低減させることができる。

【再掲】混雑緩和型蓄電システムの他サービスへの参加
Ⅵ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査のまとめと課題の整理

• 豪州のVictorian Big Batteryは、300MW/450MWhのうち、250MW/125MWhをSIPSとして10年間にわたって提供する契約
しており、毎年夏季（11月1日～3月31日）のみ、この容量をSIPS用に確保している。

• SIPS用に確保されている容量以外については、他市場に自由に参加することができる。

豪州のVictorian Big Batteryによるサービス提供
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• 従来の系統増強費用からフレキシビリティの活用によって回

避された増強費用と、フレキシビリティ調達に係るコストを差

し引いた値が、系統増強に関する費用として計上されている。

• すなわち、フレキシビリティ調達費用はCAPEXの一部として

計上していると解釈できる。

英国DNOのフレキシビリティ活用による混雑緩和に
必要となる費用の託送料金制度上の計上方法

• TSOによるCMPによる混雑緩和のための調達については、

調達を通じ資本を獲得しないためOPEXに分類されると解

釈できる。

英国TSOのCMPによる混雑緩和に
必要となる費用の託送料金制度上の計上方法

⚫ 例えば、英国においては、DNOのフレキシビリティ活用による混雑緩和に必要となる調達費用はCAPEXとし

て計上、TSOのCMPによる混雑緩和に必要となる調達費用はOPEXとして計上していると解釈できる。

⚫ ただし、英国ではCAPEXとOPEXを同一化してTOTEXとして評価する仕組みを採用しているため、明確に

CAPEXとOPEXを区別していない。

【再掲】混雑緩和価値への原資

事業計画で計上されたコストの例

（A8.1にCMPが含まれる）

Ⅵ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査のまとめと課題の整理

出所） National Grid ED, “Business Plan 2023-2028”, 閲覧日：2023年11月7日, https://yourpowerfuture.nationalgrid.co.uk/downloads-view/42117, National Grid ESO, “ESO RIIO-2 Business Plan 2 
Supporting Information”, 閲覧日2023年11月2日, https://www.nationalgrideso.com/document/266116/download より三菱総研作成
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⚫ 基本的にいずれの国においても、混雑緩和への対策を検討する際には、費用便益評価のガイドラインに従って系統増強とそれ以

外の対策について費用便益評価を実施している。

⚫ 大まかな流れとしては、将来シナリオの想定、将来必要となる系統容量要件の特定、対策オプションの特定、オプションに関する

技術調査・費用便益の実施、オプションの決定、という流れで評価が実施される。

⚫ 英国のConstraint Management Pathfinderや米国NYのNWAでは、要求事項を設定した上で、オプションを提供可

能な事業者からRFIやRFPを提出させ、技術的に対応可能か、コストが許容できる範囲かを評価した後、入札に移行するような

プロセスを採用している。

【再掲】混雑緩和型蓄電システムの導入規律（B/C分析）

豪州の費用便益評価の例
• 7つのオプションの費用便益を算定。
• 4つのシナリオ条件下による費用便益を算定し、それぞれのシナ

リオに重み付けを行ったNPVを算出し、比較している。

英国Constraint Management Pathfinderの
商業評価手法（Commercial  Assessment Methodology ）

EOI
（＝RFI）の提出

フィージビリティ
スタディ
（技術）

商業入札 商業評価 落札結果公表

• まずConstraint Management Pathfinderに参加可能性のある事業者からRFI
を提出させる。その後、フィージビリティスタディで技術的な対応可能性を評価し、その
評価に合格した事業者のみが商業入札に参加できる。

• 代替オプションである再給電のコストと比較して、いずれの解決策も経済的な便益がな
いということになれば、入札を受け入れないという結果もあり得る、と明言されている。

Ⅵ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査のまとめと課題の整理

出所） ElectraNet, “SA ENERGY TRANSFORMATION RIT-T Project Assessment Fraft Report”, 閲覧日2023年8月29日,https://www.electranet.com.au/wp-content/uploads/projects/2016/11/2018-07-
06-SAET-PADR-Final.pdf,National Grid ESO,”B6 Constraint Management Pathfinder (CMP) Commercial Assessment Methodology”, 閲 覧 日 2023 年 7 月 18 日 ,
https://www.nationalgrideso.com/document/206936/download
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⚫ 英国における系統用蓄電システムの年間収入・年間費用を想定し、収益を算出すると、混雑緩和サービスへの参

加がない場合は年間約99,000£/MW（約1,800万円/MW）、混雑緩和サービス（Constraint 

Management Pathfinder※1）への参加がある場合は年間111,000£/MW（約2,000万円/MW※2）と

なり、混雑緩和サービスに参加をすることで収益を高めることができる。

【再掲】混雑管理用の系統用蓄電システムの収益
Ⅵ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査のまとめと課題の整理

系統用蓄電システムの年間収益（1MW・2時間率・Flooring契約なしの場合）

収
入

費
用

※ 第2回入札（２０２４/2025年対象）以降は事実上蓄電システムの参加は不可能

※1 第2回入札（２０２４/2025年対
象）以降は事実上蓄電システムの参
加は不可能

※2 1￡＝約182円換算
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⚫ 前頁までのまとめを基に、日本における課題と海外事例からの示唆を整理すると以下の通りである。

日本における混雑緩和用蓄電システムの課題と海外事例からの示唆（1/3）

Ⅵ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査のまとめと課題の整理

⚫ 現行の制度で、一般送配電事業者による混雑緩和用蓄電システムの調達が可能か？

➢ 現行の制度では、混雑緩和用蓄電システムを調達する全国共通の仕組みはない。

➢ 電事法の改正に伴い、10MW以上の蓄電システムは発電所扱いとなったため、10MW以上の系統用蓄電システムは原則、一般送配電事

業者では保有できない（一般送配電事業者が一般送配電事業の用に供する場合を除く） 。また、経済性の観点から、平常時は市場等へ供

出しながら収益を確保しつつ、混雑発生時に混雑緩和価値を提供するようなマルチユースが可能な第三者保有の蓄電システムからサー

ビスを調達する形も想定されるが、その場合に相対契約にするか公募にするか等は、現行の制度上では規定されていない。もし一般送

配電事業者が混雑緩和用蓄電システムの調達を行いたい場合、この点について制度上の規定の整理が必要と考えられる。

⚫ 混雑緩和用蓄電システムの調達方法をどのように設定するか？

➢ 現段階では、多くの国で公募で調達を行っている。混雑が発生する場所が比較的少なくスポット的に混雑緩和価値を調達することで対

応できるうちは公募型、多数地点において調達が必要となる場合は市場型の調達に移行するといった方法が考えられる。特に送電系統

の中でも電圧階級が高い系統で発生する混雑は、対応可能な地域粒度が大きいため、調達を行う件数は少ないと考えられる。

➢ 公平性の観点からは公募型または市場型が望ましいが、スピード感を重視するのであれば既にシステム上連携をしている事業者等との

相対契約が望ましい場合もあり得る。

⚫ 混雑緩和価値への対価提供方法をどのように設定するか？

➢ 海外事例を参照すると、混雑緩和サービスは確実に提供されない場合、系統事故が発生するリスクがあることから、価値提供への十分

な対価とペナルティを組み合わせることにより、混雑緩和サービスの確実な提供を担保していると考えられる。価値提供への十分な対

価として、年間固定報酬のように得られることが確実で手厚い報酬を設定するというのも一案として考えられる。
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日本における混雑緩和用蓄電システムの課題と海外事例からの示唆（2/3）

Ⅵ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査のまとめと課題の整理

⚫ 混雑緩和価値への対価の原資をどのように設定するか？

➢ 英国の事例では、混雑緩和価値への対価の原資をCAPEXまたはOPEXとして計上している。ただし、英国の場合はCAPEXとOPEX

を同一化してTOTEXとして評価する仕組みを採用しているため、明確にCAPEXとOPEXを区別していない。

➢ 日本においては、CAPEXとOPEXのどちらに位置付けるかによって事業報酬に及ぼす影響が異なるため、CAPEXとOPEXのどちら

に位置付けるのかはそれぞれの費用の意味合いも踏まえた上で検討が必要である。混雑緩和用蓄電システムを調達するための新たなシ

ステムの開発等にかかる費用に関しては、次世代投資費用に位置付けるということも考えられる。

⚫ 混雑緩和型蓄電システムの他サービスへの参加を許容するか？

➢ 混雑緩和用途で契約をしている容量以外の部分（仮に10MWの蓄電システムについて混雑管理用途に6MW契約している場合、残りの

4MWの部分）については、他サービスへの参加を許容することにより、混雑緩和価値を提供するためのコストを低減させることができ

る。そのため、可能な限り他サービスへの参加を許容することが望ましいのではないか。

⚫ 託送料金制度上で設備投資以外の手法で混雑緩和を行うことに対するインセンティブをどう付与するか？

➢ 日本のレベニューキャップ制度は、レートベースの対象となるOPEX（運転資本）は営業費の1.5カ月分のみであり、CAPEXへの依存が

大きいため、CAPEXバイアスが存在すると考えられる。

➢ 英国のようにCAPEX・OPEXを区別せずに費用対効果の高いソリューションの選択を促すような方法や、米NY州のようにOPEXソ

リューションによって回避された投資の一部を送配電事業者が保持できるように調整する方法を導入し、託送料金制度上のCAPEXバ

イアスを排除できる仕組みとすることも一案。

⚫ 混雑緩和型蓄電システムの導入規律をどのように設定するか？

➢ 系統増強とそれ以外のオプションについて費用便益評価を実施するためのガイドラインを規定することが望ましい。既に導入されている

混雑緩和対策（再給電方式・ノンファーム型接続）との費用便益評価も必要になると考えられる。

➢ 系統増強以外に考えられるオプションが技術的に提供可能か、どの程度のコストがかかるかを、当該オプションを提供可能な事業者から

RFIやRFPを提出させることにより実際に実施するかの判断を行っている海外事例も存在する。



Copyright © Mitsubishi Research Institute 206

日本における混雑緩和用蓄電システムの課題と海外事例からの示唆（3/3）

Ⅵ.定置用蓄電システムの系統混雑緩和への活用に関する海外事例調査のまとめと課題の整理

⚫ 混雑箇所への蓄電システム立地誘導手法をどのように設定するか？

➢ 海外事例を参照すると、ゾーン別託送料金の導入、DER導入によって高い対価を得られるエリアの可視化、再エネのウェルカムゾーンの

設定等が蓄電システム立地誘導手法として挙げられる。こういった手法について、実施した際の効果や費用等を整理した上で、実現可能

性を検討することが望ましいのではないか。

➢ 蓄電システム事業者が自ら蓄電システムの立地について分析できるようにするために、系統データや市場データの公開を進める必要が

ある。豪州では事業者の要望に応じて系統データを公開しており、英国では託送料金制度上で情報公開にインセンティブを付与してい

る。これら海外の取り組みを参考に、混雑対応という観点でのデータ公開の在り方について検討が必要であると考えられる。

⚫ 送電事業者による蓄電システム所有を許容するか？

➢ 電力市場に対する公平性を担保する観点から、送電事業者による蓄電システム所有は多くの国で禁止されているが、競争入札の結果第

三者が提供できず、系統運用のためにのみ使用される場合は例外的に認められている国が多い。例外的に認められた場合であっても、

電力市場での電力売買は禁止されている。

➢ 日本においても、第31回電力・ガス基本政策小委員会において蓄電システムは送電事業者以外が所有する形を基本とするとされている

ことから、海外と同様に例外的な場合に限り所有を許容することが望ましいのではないか。

⚫ 順潮流側混雑に起因する蓄電システムに対する制度的措置として、どのような手法を採用するか？

➢ 現時点で順調流側で混雑が発生するほど蓄電システムが大量に系統接続するような事態に至っている国はほぼ見当たらない。唯一、オ

ランダではそのような事態が発生しており、蓄電システムのノンファーム接続契約の導入を検討しているが、まだ制度的な整理はされて

いない。他国に先行して発生している問題であり、国内で既に実施してきたコネクト＆マネージの議論等を参照した上で、制度的な整理

をしていく必要があるのではないか。





    




